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はしがき 

 

 本報告書は、大阪大学における男女共同参画の推進について、平成 24 年度の取組を記載

したものです。 

 

 

 

                      大阪大学男女共同参画推進オフィス 
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第1章  大阪大学男女共同参画推進基本計画 

の策定等 

 

１．第 2 期中期目標・中期計画 

 多様な人材の活用を促進すること、特に男女共同参画を進め女性教員の数を増加させる

ことは、大阪大学の第 2 期中期目標・中期計画（平成 22 年度～27 年度）においても重要

な柱になっている。中期目標においては、教職員人事の活性化が掲げられ、大学の多様な

諸活動を支えるため、教職員人事の活性化と人事制度の柔軟な運用を推進することとされ

た。また、中期計画においては、男女共同参画や障害者雇用など社会が求める雇用の環境

改善に努め、多様な人材を確保することとしている。重点指標として、女性教職員在職者

数等をあげ、進捗を測っていくこととなっている。 

大阪大学が 2012 年 5 月に公表した「大阪大学未来戦略（2012－2015）－22 世紀に輝く

－」においては、男女共同参画を「多様な人材の活用」の中で位置付け、「『「大阪大学男女

共同参画推進基本計画』を策定し、男女が共に働きやすく、学びやすい環境を整備する。」

と記載している。 

 また、中期計画に基づく年度計画においては、男女共同参画に関連する記載として、平

成 24 年度について以下のとおり定められている。 

 ・平成 24 年度 国立大学法人大阪大学年度計画（平成 24 年 3 月 30 日文部科学省提出） 

  （抄） 

   Ⅱ 業務運営の改善及び効率化の関する目標を達成するための措置 

   １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

    １８－２－１．  

      男女共同参画をさらに推進するため、「男女共同参画推進基本計画」を策定し、 

     これに基づいた施策を実施する。また、障害者雇用を促進するための方策を実

施する。 

  

 大阪大学では、平成 24 年度から 27 年度を計画期間とする「大阪大学男女共同参画推進

基本計画」（以下「基本計画」）を、平成 24 年 4 月 18 日に策定した。平成 24 年度以降の年

度計画については、この基本計画の実施を中心とした行程となる。具体的には、平成 26 年

度には基本計画の中間評価を実施し、27 年度に基本計画最終年度の実施状況確認を行うこ

ととなる。 
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２．大阪大学男女共同参画推進基本計画の策定 

 

 平成 23 年初め頃から、大阪大学男女共同参画推進基本計画（仮称）について、男女共同

参画推進オフィス内において策定構想が出てきた。 

 この基本計画は、大阪大学における男女共同参画関係の実現可能な施策を網羅し、全学

の承認を受けて実施していくもので、大阪大学における男女共同参画を、体系的・総合的・

計画的に推進することを目的とするものである。 

 このような基本計画を策定する効果としては、以下の点が挙げられる。 

  ・本学における男女共同参画推進の意義を明確化できる。 

  ・本学における男女共同参画の具体的な施策内容について、学内外の共通理解を促進 

することができる。 

  ・基本計画を基準として、関連施策の進捗等について評価を実施することにより、さ 

らなる施策の推進に寄与することができる。 

 このような目的・意義を持つ基本計画は、京都大学（平成 21 年 3 月策定）や神戸大学（平

成 20 年 9 月策定）など近隣の大学でも策定されている。 

 

 男女共同参画推進オフィスに「大阪大学男女共同参画推進基本計画検討ワーキング・グ

ループ」（以下「基本計画ＷＧ」）を設置し、男女共同参画推進オフィス以外のメンバーを

含め 6 名の体制で、平成 23 年 5 月から検討を開始した。5 回の打合せを経て、基本計画に

向けての提言案の内容を検討し、同提言案は男女共同参画推進オフィスや多様な人材活用

推進本部においてさらに審議検討が行われた。こうして「大阪大学男女共同参画推進基本

計画（仮称）に向けて（提言）」が、多様な人材活用推進本部から大阪大学男女共同参画推

進委員会への提言としてとりまとめられた。本提言は、平成 23 年 12 月 21 日に、第 2 回大

阪大学男女共同参画推進委員会において了承された。 

 その後、同提言を踏まえて、さらに基本計画ＷＧや男女共同参画推進オフィスにおいて

計画案の検討を行い、平成 24 年 4 月 18 日に計画案は大阪大学男女共同参画推進委員会に

おいて了承され、計画が策定された。 

 計画の基本的構成は、「Ⅰ．本計画の基本的考え方」、「Ⅱ．これまでの経緯と課題」、「Ⅲ．

実施施策」、となっている。実施施策は、「１ 男女共同参画に関わる意識啓発の推進」、「２ 

女性教職員、女子学生の参画促進」「３ 仕事・学業と出産・育児・介護等との両立の推進」、

「４ 男女共同参画に関わる就業・修学環境の整備」「５ 外部機関・セクターとの連携・

交流」「６ 推進体制の充実」の 6 本の柱からなる。 

 平成 24 年度から 27 年度まで、本計画に基づき関連施策を展開することとしている。平

成 26 年度において中間評価を実施することとしており、同評価の対象期間となる平成 24

年度及び 25年度の間に、計画に提示している 6 本の柱の全ての施策に取り組む予定である。 
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大阪大学男女共同参画推進基本計画 

 

              平成 24 年 4 月 18 日大阪大学男女共同参画推進委員会了承 

 

Ⅰ．本計画の基本的考え方 

 

 大阪大学（以下「本学」という。）では、女性をはじめとする多様な人材が活躍できる場

と機会を提供することにより研究・教育の質を高めるという「多様な人材活用推進」の基

本理念を掲げ、男女共同参画の推進は、その理念の中核となっている。性別を問わず有能

な人材がその能力を最大限に発揮できるように積極的に支援・活用することにより、大学

全体を活性化していくことは、大変重要な課題である。 

 「多様な人材活用推進」の基本理念の中で「男女共同参画」を位置づけるとらえ方は、

本学の特色である。また、本学では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け必要な施策

を一層充実するとともに、その障害の除去に努めることとしている。 

 今後「多様な人材活用推進」の基本理念を継承、発展させつつ男女共同参画を推進し、

大学構成員全員にとって学びがい、働きがいのある大学の実現を目指すため、本計画を策

定する。 

 

 

Ⅱ．これまでの経緯と課題 

 

 本学においては、平成 17 年度に「男女共同参画に関する検討ワーキング」を立ち上げ、

平成 18 年度には「大阪大学における多様な人材活用に関する基本理念」を制定するととも

に、「多様な人材活用推進委員会」を設置した。平成 19 年度には文部科学省科学技術振興

調整費による「女性研究者支援モデル育成」に本学のプログラムが採択され、平成 21 年度

には「男女共同参画に関する阪大プリンシプル」を宣言した。 

 平成 22 年 1 月には、総長を委員長とする「男女共同参画推進委員会」が、また 4 月には

「多様な人材活用推進本部」「男女共同参画推進オフィス」が新設され、推進体制を強化し、

本体制のもとで諸施策を実施してきている。 

 これまでの取組により、研究支援員制度や学内保育園の整備、常勤女性研究者の増加、

次世代育成対策推進法に基づく基準適合一般事業主「くるみん」の認定など一定の成果を

上げてきたが、上位職を含めた女性研究者及び女性職員の採用・昇任の促進や、教職員の

ワーク・ライフ・バランスの一層の推進などに向けた取り組みが今後必要となっている。 

 以上の基本的考え方、これまでの経緯と今後の課題を踏まえ、本学における男女共同参

画の一層の推進を目指し、実効性のある施策を体系的・計画的・総合的に実施するため、

本計画を策定する。 
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Ⅲ．実施施策 

 

１ 男女共同参画に関わる意識啓発の推進 

  男女共同参画に関する意識啓発は、全ての関連施策の出発点であり、従来から実施し 

てきた女性研究者への支援とともに、今後は男性や学生を含めた大学構成員全体に向け

た啓発活動に取り組む。 

（１）新任教員研修・新任職員研修において本計画をはじめとする男女共同参画施策

を説明するなど、男女共同参画に関する研修の活用・充実を図る。 

（２）女子中高生、女子大生・大学院生や若手女性研究者など、次世代女性研究者に

対する啓発を進める。 

（３）男女共同参画に関するシンポジウムやセミナーを開催する。 

  （４）男女共同参画に関する広報を積極的に行う。 

 

２ 女性教職員、女子学生の参画促進 

  性別を問わず有能な人材がその能力を十分発揮でき活躍できるようにすることは、男 

女共同参画の根本的な条件であり、女性の参画促進、比率の向上に積極的に努める。 

（１） 大学留保ポスト制度等の活用による女性教授・准教授の採用・昇進の促進を含

め、研究・教育において指導的立場にある女性教員の比率の向上に努める。 

（２） 女性教員の採用比率について、基本計画期間中に採用比率 20％を達成するよう

努める。 

（３） 意思決定に関わる女性教職員の参画を促進する。 

（４）教員公募の際「女性研究者の積極的な応募を歓迎する」の文言を入れる。 

  （５）教員や大学院生の部局別女性比率を公表する。 

（６）ロールモデルに関する情報の発信を行う。 

 

３ 仕事・学業と出産・育児・介護等との両立の推進 

～ワーク・ライフ・バランスの実現のために～ 

  ワーク・ライフ・バランスは男女共同参画実現のために不可欠な前提であり、男女が

ともに仕事・学業と生活の両立ができるよう包括的に支援する。 

（１）研究支援員制度の運用の改善充実に努める。 

  （２）学内保育園の運営の充実に向けて、男女共同参画の観点からの提言を行う。 

  （３）仕事・学業と生活を両立するリーダー的人材のモデルを提示するなど、両立支

援の推進に向けた雰囲気を醸成する。 

  （４）男性を含めた育児・介護休暇の取得のための環境を整備する。 

  （５）業務の見直し・改善等による仕事の効率化への取り組みを促進する。 
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４ 男女共同参画に関わる就業・修学環境の整備 

  働きやすく学びやすい環境の整備は学内の男女共同参画にとって重要な課題であり、 

就業・修学環境の整備に向けて、一層の取組を行う。 

  （１）キャリアプランや育児・介護との両立に関する相談機能を充実する。 

（２）妊婦健診予約支援や電動さく乳器の貸出し及び女子休憩室の整備など、女性教

職員に対する支援を継続充実する。 

 

５ 外部機関・セクターとの連携・交流 

  外部との連携・交流は、本学における取組の活性化に役立つとともに、地域における 

男女共同参画を推進する上でも重要であることから、連携・交流が相乗効果をもたらす 

ようにすることを含め、効果的な取り組みを行う。 

（１）大阪府など地方自治体との連携の強化に努める。 

  （２）他大学や諸学会との連携を深め、ネットワークを構築する。 

（３）他大学と連携して、女子中高生の理系進路選択への取り組みを継続して実施す

る。 

（４）他大学等との合同シンポジウムへの参画などを通じて、女性研究者支援事業を

実施している全国の大学・研究機関との情報交換と連携を進める。 

 

６ 推進体制の充実 

  男女共同参画の推進のため、体制の充実を図ることも必要不可欠であり、平成 22 年に 

強化された体制を引き続き充実していくとともに、各部局との連携を一層強化する。   

（１）本計画の実施を通じて男女共同参画を推進するため、男女共同参画推進委員会

や男女共同参画推進オフィスの活動を一層充実する。 

  （２）男女共同参画に関するワーキング・グループの設置を検討する等、各部局にお

ける取組を充実する。 

 

 

Ⅳ．本計画の実施期間等 

 

１．本計画は、平成 24 年度から 27 年度の 4 年間を実施期間とする。 

２．本計画の進捗状況について、平成 26 年度に中間評価を実施する。 

 

  



7 

 

 

第２章 男女共同参画推進に係る体制 

 

１．男女共同参画推進に係る体制の経緯 

（１）平成 21 年度まで 

 平成 18 年度から 21 年度末までの 4 年間活動してきた「多様な人材活用推進委員会」や、

平成 19 年 9 月から 21 年度末まで活動してきた「女性研究者キャリア・デザインラボ」に

よる体制は、いろいろな活動を行う際に決定権がなく、すべて役員室（人事労務室）の判

断を仰がなければならないという構造上の問題があり、十分効率的な活動ができなかった

側面があった。 

 

（２）平成 22～23 年度 

上記の反省を生かし、平成 22 年度からは新たな体制を構築した。これには大きく分けて

3 つの改革がある。 

① 総長直轄の「男女共同参画推進委員会」の新設（平成 22 年 1 月） 

 総長・理事・部局長等から構成 

 男女共同参画に関する重要な事項について審議する機関 

② 人事労務室に「多様な人材活用推進本部」（人事労務担当理事が本部長）を併設 

 （「多様な人材活用推進委員会」から移行） 

③ 上記「多様な人材活用推進本部」内に「男女共同参画推進オフィス」（室長は専任教

授）を設置（「女性研究者キャリア・デザインラボ」から移行） 

    男女共同参画推進のための施策の企画立案、提言を行う組織 

 

このような新体制により、「男女共同参画推進オフィス」で企画立案した事項が、「多様

な人材活用推進本部」や、総長や部局長で構成される「男女共同参画推進委員会」にあげ

られ、速やかに全学へ伝達される仕組みができあがった。 

 また専任の教授（男女共同参画推進オフィス室長）を置くことで、これまで兼任教員が

過剰な負担の中で行ってきたさまざまな活動が、よりスムーズに進められることとなった。

さらに、多様な人材活用推進本部が人事労務室に併設されたことにより、男女共同参画に

関する事務担当部署（多様な人材活用推進支援室）が総務部内にできた。これにより、明

確な事務組織のバックアップがなかった、平成 21 年度以前の体制より格段に効率的な運営

がなされるようになった。 

 なお、迅速な大学の意志決定を行うため運営体制全体のスリム化を図る趣旨から、平成

23 年度末をもって多様な人材活用推進本部は廃止され、多様な人材活用担当理事と男女共

同参画推進オフィスが直結することとなった。 
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（男女共同参画に係る体制図）（平成 24 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

２．ワーキング・グループの設置 

 基本計画においては、平成 24 年度及び 25 年度の間に、基本計画に提示している 6 本の

施策の柱の全ての施策に取り組み、その実施状況について平成 26 年度に中間評価を行うこ

ととされている。 

基本計画の個別施策の検討のため、男女共同参画推進オフィスの活動を一層充実・効率

化する観点から、平成 24 年度、同オフィス内に新たなワーキング・グループを設置するこ

ととした。研究支援員制度の運用のため従来から設けられていた研究支援員制度ＷＧに加

えて、新たに２つのＷＧ（意識啓発検討ＷＧ及びワーク・ライフ・バランス検討ＷＧ）を

設置した。 

 （各ワーキング・グループの具体的活動内容などの詳細については、「６－１．男女共同

参画推進オフィスにおけるワーキング・グループ体制」を参照。） 

 

総長

男女共同参画推進委員会
主な構成員：

総長・理事・部局等の長
※ 男女共同参画に関する重
要な事項について審議する。

多様な人材
活用担当理事

男女共同参画推進オフィス
※ 男女共同参画推進のための施策の企画、
立案及び提言を行う。
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大阪大学男女共同参画推進委員会規程 

 

（設置） 

第１条 大阪大学に大阪大学男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、男女共同参画に関する重要な事項について審議するとともに、男女共同 

参画に関する必要な連絡及び調整を行うことを目的とする。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（1） 総長 

（2） 理事 

（3） 各学部長 

（4） 各研究科長 

（5） 各附置研究所長 

（6） 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長 

（7） 附属図書館長 

（8） 国際教育交流センター長、総合学術博物館長、日本語日本文化教育センター長、

核物理研究センター長、サイバーメディアセンター長及びレーザーエネルギー学

研究センター長 

（9） 全学教育推進機構長 

（10） 総務企画部長 

（11） その他委員長が必要と認めた者 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

 

（事務） 

第６条 委員会に関する事務は、総務企画部多様な人材活用推進支援室で行う。 
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（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

  附 則（抄） 

（施行期日） 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（抄） 

（施行期日） 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 
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大阪大学男女共同参画推進オフィス設置要項 

 

（設置） 

第１条 大阪大学（以下「本学」という。）における男女共同参画を推進するために、本学

に男女共同参画推進オフィス（以下「オフィス」という。）を置く。 

 

（業務） 

第２条 オフィスは、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

（1）男女共同参画推進方策の企画、立案及び提言に関すること。 

（2）男女共同参画推進のための啓発に関すること。 

（3）男女共同参画のための環境整備に関すること。 

（4）女性研究者の支援及び採用促進に関すること。 

（5）研究支援員制度の実施に関すること。 

（6）前各号に掲げるもののほか、オフィスの男女共同参画を推進するために必要な業務 

 

（組織） 

第３条 オフィスに、室長、副室長及び室員を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、オフィスに、必要な職員を置くことができる。 

３ 室長は、多様な人材活用担当理事が指名する者をもって充てる。 

４ 室長は、オフィスの業務を総括する。 

５ 副室長は、室員のうちから室長が指名する者をもって充てる。 

６ 副室長は、室長の職務を補佐する。 

７ 室員は、教職員のうちから室長が指名する者をもって充てる。 

８ 室員は、室長及び副室長の指示に基づき、オフィスの業務を担当する。 

９ 副室長及び室員の任期は２年とし、その欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

（運営） 

第４条 オフィスの運営に関し必要な事項は、多様な人材活用担当理事が決定する。 

 

（事務） 

第５条 オフィスに関する事務は、本部事務機構関係部課・室の協力を得て、総務企画部

多様な人材活用推進支援室で行う。 

 

（その他） 

第６条 この要項に定めるもののほか、オフィスに関し必要な事項は、室長が別に定める。 
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附 則 

この要項は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 
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第３章 部局アンケート調査・ヒアリング等 

 

３－１．部局アンケート 

 

 男女共同参画に関する部局アンケート調査を、これまで平成 20 年度、22 年度と 2 年ご

とに実施してきている。 

平成 24 年度の部局アンケート調査については、基本計画の策定を踏まえて、各部局にお

ける男女共同参画推進の取組状況及び今後の展望について質問し、問題点の把握及び施策

の改善につなげる目的で実施した。 

平成 24 年 10 月 17 日付で、多様な人材活用担当理事から各部局等の長にあてて、「平成

24 年度大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に関する部局アンケート」を依頼した。 

  実施期間：平成 24 年 10 月 17 日～11 月 17 日 

対象部局：全部局（51 部局） 

 

 この調査の詳細な集計結果について、選択肢を設けた質問への回答状況は、次ページ以

下にグラフで記載しているが、主な結果は以下のとおりである。 

  ・部局独自の数値目標を持つ部局は、3 部局と少数にとどまっている。 

  ・教員公募の際「女性研究者の積極的な応募を歓迎する」の文言を入れることについ

ては、基本計画でも記載している施策であるが、すでに実施している部局が 7 部局

ある（2 年前の調査ではゼロ）。今後実施、あるいは検討中である部局も 21 部局あり、

取組は広がってきている。 

  ・基本計画に施策として位置付けている「男性を含めた育児・介護休暇の取得のため

の環境を整備する」ことについて、実施状況は、既に実施あるいは実施を検討して

いる部局が 4 割程度となっている。 

  ・部局における男女共同参画の体制の整備はほとんど進んでいない（体制を整備して

いると回答したのは 1 部局）。 

また、女性研究者増加を阻む要因を尋ねる質問への回答としては、女子大学院生の人数

が少ない、研究と出産・育児が両立できる職場環境が十分に整っていないため、などが挙

げられた。女性研究者の増加への今後の有効な施策については、ワーク・ライフ・バラン

スへの環境整備、将来女性研究者になりうる人材の育成、女子学生の博士後期課程への進

学率向上、男女共同参画への取組に対する教員の理解を深めるための意識改革などの回答

があった。仕事の効率化についての工夫や取組については、夕刻・休日の会議自粛、会議

の回数削減、部局内委員会のミッション見直しや統廃合の検討、検討ワーキングの設置な

どの回答が得られた。自由記述においても、環境整備や意識改革、女性研究者の活躍の紹

介など、様々な意見やアイデアなどが寄せられた。  
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（大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に関する部局アンケート 円グラフ） 

■質問１ 

 貴部局において女性研究者比率に関する数値目標をお持ちでしょうか。 

 

 

■質問３ 

本年 4 月に策定した基本計画においては、「女性研究者の採用比率について、基本計画期

間(平成 24 年度から 27 年度）中に採用比率 20％を達成するよう努める。」としています。 

 基本計画期間中に、当該数値目標を達成できる見込みはいかがでしょうか。 

 

 

 

①はい, 

3部局, 6%

②いいえ, 

44部局, 86%

未回答, 

4部局, 8%

①確実に達成

できる, 8部局, 

16%

②ある程度達

成の見込みが

ある, 12部局, 
23%

③達成は困難, 

27部局, 53%

未回答, 

4部局, 8%
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■質問９ 

大阪大学では、上位職女性教員の比率向上のため、女性教員の採用・昇任（教授・准教

授）について大学留保ポスト等の活用による支援制度があり、毎年度、各部局に対し要望

の照会がされているところです。 

 貴部局では、当該支援制度に申請する予定があるでしょうか。 

 

 

■質問１０ 

基本計画においては、「教員公募の際『女性研究者の積極的な応募を歓迎する』の文言を

入れる」ことを施策として記載しています。 

●質問１０－ａ 

 貴部局では、公募要領において「女性の応募を歓迎する旨記載すること」の取組を行

っておられますか。 

 

①今年度申請

する予定であ

る。, 

3部局, 6%

②来年度以降

申請したい。, 

11部局, 21%③申請する予定

はない。,

33部局, 65%

未回答, 

4部局, 8%

①既に実施し

ている。, 

7部局, 14%

②今年度から

実施する予定

である。, 

1部局, 2%

③今年度から

実施することを

検討している。, 

10部局, 19%
④来年度以

降、実施する予

定である。, 

10部局, 20%

⑤実施する予

定はない。, 

19部局, 37%

未回答, 

4部局, 8%
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●質問１０－ｂ 

  貴部局では、公募要領において「能力が男性と同等である場合の女性の積極的、優先

的採用に言及すること」の取組を行っておられますか。    

  

 

●質問１０－ｃ 

  貴部局では、公募要領において、「女性専用枠での公募の実施」の取組を行っておられ

ますか。 

 

 

 

 

①既に実施して

いる。,

0部局, 0%

②今年度から実

施する予定であ

る。, 

0部局, 0%

③今年度から実

施することを検

討している。, 

5部局, 10%

④来年度以降、

実施する予定で

ある。, 

6部局, 12%⑤実施する予定

はない。, 

36部局, 70%

未回答, 4部局, 

8%

①既に実施して

いる。, 

0部局, 0%

②今年度から実

施する予定であ

る。, 

0部局, 0%

③今年度から実

施することを検

討している。, 

1部局, 2%

④来年度以降、

実施する予定で

ある。, 

4部局, 8%

⑤実施する予定

はない。, 

42部局, 82%

未回答, 4部局, 

8%
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■質問１２ 

大阪大学におけるワーク・ライフ・バランス推進のための施策として、基本計画におい

ては、「男性を含めた育児・介護休暇の取得のための環境を整備する」旨記載しています。 

 貴部局において、関連する取組を行っておられるでしょうか。 

 

 

■質問１４ 

基本計画においては、推進体制の充実として「男女共同参画に関するワーキング・グル

ープの設置を検討する等、各部局における取組を充実する」としています。 

貴部局において、男女共同参画に関する体制の整備が行われているでしょうか。 

 

  

①既に実施して

いる。,

8部局, 16%

②実施すること

を検討してい

る。, 

13部局, 25%

③実施する予定

はない。, 

27部局, 53%

未回答, 

3部局, 6%

①実施してい

る。, 1部局, 2%

②実施していな

い。, 

47部局, 92%

未回答, 

3部局, 6%
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平成２４年１０月１７日 

 

 

各部局等の長 殿 

 

 

多様な人材活用担当理事 

                        尾 山 眞之助 

 

 

平成２４年度大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に関する 

部局アンケートについて（依頼） 

 

 

 平素は、大阪大学における男女共同参画の推進にご理解とご協力をいただき

ありがとうございます。 

 今年度から４年間にわたり実施しております「大阪大学男女共同参画推進基

本計画」では、６つの柱からなる施策を軸に、男女共同参画推進オフィスを中

心に、検討・実施を進めております。 

 つきましては、一昨年における部局アンケートに引き続き、貴部局における

男女共同参画推進の取り組み状況及び今後の展望について、別紙のとおりアン

ケートを実施し、本学における問題点の把握及び施策の改善につなげたいと考

えておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、本アンケート調査後に、ご回答いただいた内容から複数部局を選出の

うえ、聞き取り調査の実施を予定しております。対象となる部局等には後日日

程調整の連絡を差し上げますので併せてよろしくお願いいたします。 

 また、アンケートのご回答につきましては、ご多用のところ恐縮ですが、平

成２４年１１月１６日（金）までに、男女共同参画推進オフィスあてご提出い

ただきますようよろしくお願いいたします。 
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－－－－－大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に関する部局アンケート－－－－－ 

 

               ※アンケートで収集されたデータは、大阪大学男女共同

参画基本計画における施策の促進を検討するために使

用されるもので、それ以外の目的で使用されることは

ありません。 

 

   部局名                 記入日     年   月   日 

 

 

質問１： 

貴部局において女性研究者比率に関する数値目標をお持ちでしょうか。 

①はい 

 ②いいえ 

 

 

質問２： 

質問 1 で①と答えられた部局にのみお尋ねします。 

（１） その内容を具体的にお答えください。 

 

 

 

（２） その数値目標の達成状況はいかがでしょうか。 

①既に達成している 

②着実に達成しつつある 

③達成できそうにない 

 

 

質問３： 

本年 4 月に策定した「大阪大学男女共同参画推進基本計画」（以下「基本計画」）おいて

は、「女性研究者の採用比率について、基本計画期間（平成 24 年度から 27 年度）中に採用

比率 20％を達成するよう努める」としています。 

基本計画期間中に、当該数値目標を達成できる見込みはいかがでしょうか。 

①確実に達成できる  

②ある程度達成の見込みがある  

③達成は困難 
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質問４： 

質問３で①または②と答えられた部局にお尋ねします。達成できる（見込みがある）理 

由をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

質問３で③と答えられた部局にお尋ねします。なぜ、達成できないとお考えでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

質問５： 

女性研究者や上位職・管理職（注）女性教員の増加を阻む要因としては、どのようなことが

あるとお考えですか。貴部局固有の事情もあれば、併せてお答えください。 

  （注）上位職：教授及び准教授 

     管理職：部局の意思決定に関わる教員 

              （部局長・副部局長・評議員など） 

                            【以下同じ】 

 

 

 

 

質問６： 

女性研究者や上位職・管理職女性教員の増加のために、達成目標以外に貴部局が特にと

られている施策などがあれば、お答えください。  
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質問７： 

今後、貴部局では女性研究者や上位職・管理職女性教員の増加を図るための有効な施策

として、どのようなものがあるとお考えでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

質問８： 

退職予定者を含めた中長期的な採用・雇用計画の中で、女性研究者や上位職・管理職女

性教員の比率を引き上げる施策をお考えでしょうか。理由と併せてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

質問９： 

 大阪大学では、上位職女性教員の比率向上のため、女性教員の採用・昇任（教授・准教

授）について大学留保ポスト等の活用による支援制度があり、毎年度、各部局に対し要望

の照会がされているところです。 

 貴部局では、当該支援制度に申請する予定があるでしょうか。 

①今年度申請する予定である。 

②来年度以降申請したい。 

③申請する予定はない。 

    申請の予定がない理由を教えてください： 

 

 

 

 

 

 

質問１０： 

基本計画においては、「教員公募の際『女性研究者の積極的な応募を歓迎する』の文言を 

入れる」ことを施策として記載しています。 
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（１）貴部局では、公募要領において、 

（ａ）女性の応募を歓迎する旨記載すること、 

（ｂ）能力が男性と同等である場合の女性の積極的、優先的採用に言及すること、 

（ｃ）女性専用枠での公募の実施 

の取組を行っておられますか。 

 

（ａ）について 

①既に実施している。 

   ②今年度から実施する予定である。 

   ③今年度から実施することを検討している。 

   ④来年度以降、実施する予定である。 

今年度から実施しない理由を教えてください：                

 

 

 

   ⑤実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください：                  

 

 

 

 

 （ｂ）について 

①既に実施している。 

   ②今年度から実施する予定である。 

   ③今年度から実施することを検討している。 

   ④来年度以降、実施する予定である。 

今年度から実施しない理由を教えてください： 

 

 

 

   ⑤実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください： 
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（ｃ）について 

①既に実施している。 

   ②今年度から実施する予定である。 

   ③今年度から実施することを検討している。 

   ④来年度以降、実施する予定である。 

今年度から実施しない理由を教えてください： 

 

 

 

   ⑤実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください： 

 

 

 

 

質問１１： 

 基本計画においては、仕事等と出産・育児・介護等の両立を推進することとしています

が、ワーク・ライフ・バランスの実現のために有効と思われる制度改正がありましたらお

答えください。 

 （制度改正の例：短時間勤務を請求できる教職員の範囲の拡大） 

 

 

 

 

 

 

質問１２： 

 大阪大学におけるワーク・ライフ・バランス推進のための施策として、基本計画におい

ては、「男性を含めた育児・介護休暇の取得のための環境を整備する」旨記載しています。 

 貴部局において、関連する取組を行っておられるでしょうか（例：男性を含めた育児休

業や介護休暇の取得率向上など）。 

 

①既に実施している。 

   実施している取組の内容についてお答えください： 
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  ②実施することを検討している。 

  ③実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください： 

 

 

 

 

 

質問１３： 

 大阪大学におけるワーク・ライフ・バランス推進のための施策として、基本計画におい 

ては「業務の見直し・改善等による仕事の効率化への取り組みを促進する」旨記載してい 

ます。 

 業務の見直し・改善等による仕事の効率化について、貴部局において現在行われている

工夫や、今後実施予定の取組についてご記入ください（例：午後 5 時以降及び休日の会議

開催の原則禁止）。 

 

 

 

 

 

 

質問１４： 

 基本計画においては、推進体制の充実として「男女共同参画に関するワーキング・グル

ープの設置を検討する等、各部局における取組を充実する」としています。 

 貴部局において、男女共同参画に関する体制の整備が行われているでしょうか。 

 

①実施している。（規程等を策定しておられましたら、一部ご提出願います。） 

実施内容： 

 

 

 

 

②実施していない。 
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質問１５： 

 大阪大学における男女共同参画全般に関してご意見があれば、自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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２．部局長ヒアリング 

 

 平成 24 年 10 月から 11 月に実施した「大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に関す

る部局アンケート」を受けて、さらにアンケート調査を実施した部局の中から 5 つの部局

に対して、平成 25 年 2 月から 3 月にかけてヒアリングを行った。 

具体的には、工学研究科、理学研究科、基礎工学研究科、薬学研究科、産業科学研究所

の 5 部局の研究科長を訪問し、主として（１）基本計画に掲げた数値目標である「女性研

究者採用比率 20％について」、（２）「上位職・管理職女性教員の増加及び中長期的な雇用計

画における具体的施策について」、（３）「女性の応募を歓迎する」等について未実施の施策

に関する協力依頼について、（４）部局におけるワーキング・グループ設置の検討について、

の 4 点についてのヒアリングを行った。 

ヒアリングは、男女共同参画推進オフィス室長と各ヒアリング部局に所属する男女共同

参画推進オフィス室員が基本的に 2 名 1 組となって研究科長を訪問する方式により行われ

た。 

 ヒアリングにおいて、「女性研究者採用比率 20％」については、ここ数年の女性研究者の

採用比率が 10 数％で推移しており、各部局があと少しの努力を行うことで、20％の目標の

達成は可能であることを説明した。また、上位職・管理職女性教員の増加については、女

性教員の採用・昇任（教授・准教授）に係る大学留保ポストの活用の見込みも含めて各部

局の個別の事情を伺った。 

また、教員公募の際「女性研究者の積極的な応募を歓迎する」旨の文言を掲載すること

や、男女共同参画に関するワーキング・グループの設置を検討することについては、いず

れも基本計画に明記されている施策となっており、未実施の部局に対して実施に向けての

検討を依頼した。 

 上記ヒアリングにおける説明や検討依頼とそれに対する研究科長の回答のやりとりを通

じて、女性研究者や上位職・管理職女性教員の増加の必要性や、関連する施策についての

関係部局長の理解を深める効果があったと思われる。 

 

３．部局通知 

 部局アンケートや部局長ヒアリングを受けて、基本計画の達成に向けて施策の一層の推

進を図るため、平成 25 年 3 月、各部局の長等あてに、多様な人材活用担当理事名にて、「大

阪大学男女共同参画推進基本計画に基づく施策の推進について」依頼する通知を出した。 

 本通知においては、基本計画における女性教員採用比率に関する数値目標、若手女性研

究者や女子学生を増加させるための取組、教員公募において女性の積極的な応募を歓迎す

る文言の掲載、ワーク・ライフ・バランス実現のための環境整備、男女共同参画推進のた

めの組織の設置検討について、各部局における積極的な取組を依頼した。  
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第４章 諸施策の推進状況 

 

１．男女共同参画に関わる意識啓発の推進 

１－１．職員研修等での説明 

 

 基本計画においては、「新任教員研修・新任職員研修において本計画をはじめとする男女

共同参画施策を説明するなど、男女共同参画に関する研修の活用・充実を図る」旨が記載

されている。 

 平成 24 年 4 月 23 日（火）に、大阪大学新任職員研修において、新任職員に対する講義

の一つとして、頼本男女共同参画推進オフィス室長が、「大阪大学における男女共同参画推

進の取組について」と題して、男女共同参画の意義や国における方向性、大阪大学におけ

る男女共同参画の理念、基本計画、具体的施策について説明を行った。 

 平成 25 年度は、新任教員（研究員）研修が 4 月 16 日（水）に、新入職員研修が 4 月 23

日（火）にそれぞれ実施されることとなっており、各研修において、大阪大学における男

女共同参画について説明が行われる予定である。 
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 １－２．男女共同参画シンポジウム 
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年に 1 回のペースで、学内外の方を対象に毎年度開催しているシンポジウムだが、第 6

回を迎えた今回は初めて、男性の視点から考える育児と介護というテーマで講演・対談を

行った。 

 

第 6 回（平成 24 年度）男女共同参画シンポジウム 

テーマ：育児・介護と仕事の充実に向けて－男性も“イクメン”“介男子”に－ 

日 時：平成 24 年 11 月 29 日(木)15:00～17:10 

場 所：大阪大学コンベンションセンター(吹田キャンパス) 

講 師：渥美 由喜氏(厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員・東レ経営研究所ダ 

イバーシティ＆ワークライフバランス研究部長) 

 対談進行：高橋 美惠子教授（大阪大学大学院言語文化研究科） 

 

渥美 由喜氏の講演では、「男性にとってのワーク・ライフ・バランス～育児・介護も仕

事も充実した毎日に～」と題して、ご自身の研究や、経験に基づいた育児と介護に対する

考え方から、ご自身のお子さんやお父様との日常のやり取りまで広い範囲に渡ったお話が

あった。 

渥美氏は、これまでに海外 10 数か国を含む、国内のワークライフバランス・ダイバーシ

ティ先進企業 700 社、海外 100 社を訪問ヒアリングし、3000 社の財務データを分析してい

る。これらの知見を基に、企業におけるワーク・ライフ・バランスや、ダイバーシティへ

の取組について、コンサルタント業務もされている。 

プライベートでは 2 児の父として、2 回の育児休業の取得に加え、4 年前からは実父の介

護も実践されている。その他にも、18 年前から地元の公園で「子ども会」のボランティア

活動に取り組まれ、座右の銘である「家庭人、職業人、地域人」として活躍されている方

である。 

 

講演では、まず、人口減が始まっている日本の現状から、ワーク・ライフ・バランスが

地域活性化の起爆剤になること、労働者人口が少なくなる中で、働き手に選ばれる企業と

なるためにも、ワーク・ライフ・バランスを実践する魅力ある職場としなければならない

とのお話があった。 

続いて、ご自身の日々のスタイルである、仕事をしながら育児・看護・介護を行い、ワ

ークがライフのストレスを、ライフがワークのストレスをお互いに解消している実例につ

いて紹介された。また、夫の家事・育児と妻の夫への愛情との関係や、育児休業中におけ

る公園での他のお母さん方とのやり取りの模様、お子さんを「イクメン」「カジダン」に育

てる方法、「子ども会」での子どもたちとの関わりについてのお話があった。さらに、お父

様に介護が、お子さんに看護が必要となったときの渥美氏の心情などを詳しくお話され、

時には参加者の笑いを誘い、時には涙を誘う場面もあった。 
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最後に、男女共同参画、ダイバーシティそしてワーク・ライフ・バランスは特効薬では

なく、漢方薬のようにじわじわと、健全な職場体質、強靭な企業体質及び地域体質をつく

るように効いてくるものであり、本学で学び・働く人たちにこれらを活かすことで、大学

と地域のさらなる発展を目指してほしいとのエールを送り、講演を締めくくられた。 

 

第 2 部では、本学の高橋 美惠子教授の進行のもと、対談形式で進められた。 

対談では、高橋教授の専門である、スウェーデンにおけるワーク・ライフ・バランスに

ついての研究の紹介があった。高橋教授はスウェーデンに長く暮らしたため、日本の状況

に逆カルチャーショックを受けたこと、どうすれば日本でイクメンを育て上げることがで

きるのかについて、渥美氏への質問を投げかけられた。 

渥美氏はこれに対し、育休には３つのロス（所得ロス、キャリアロス、業務知識ロス）

や男性特有のハードル（家事スキルの低さ）があることに加えて、「ファミリーハラスメン

ト」(職場の無理解）もあると解説された。しかし、家事育児同時並行で行うことが必要な

育児休業には、リスクマネジメントなど、職場の業務改善のヒントも随所にあり、男性も

育児休業の取得にぜひチャレンジすべきという考えを披露された。 

続いて、高橋教授から、スウェーデンの企業調査で導き出したキーワードである「責任

ある自律」と「信頼関係」について、日本の状況をふまえ、渥美氏からビジネスパーソン

へのアドバイスを求められた。 

これに対し渥美氏は、日本では、仕事ができる人は、自分しかできないことを抱え込む

ことで付加価値を高めており、結果として仕事のブラックボックス化が進んでいると指摘

した。この事実に対して渥美氏は、自分のやっていることや知っていることをオープンに

して、後輩や部下にノウハウを体得してもらい、その業務を実践できるようになることで、

自身は他のことにチャレンジできるようになること、結果、職場の底上げと本人の成長に

繋げているという考え方をもってワーク・ライフ・バランスを実践しているとのことだっ

た。 

 

対談の後半では、会場の参加者からの質問を受けて進められた。 

将来育児休業を取得したいという男子学生から、育児休業を取りにくい社会で働くなか

で、確実に取れるようにするにはどうすればよいかという質問があった。 

渥美氏からは、育児が始まってあわててワーク・ライフ・バランスを実践しようと思っ

てもできないこと、その前から地域活動や社会貢献、自己研鑚などを通じて、何か職場と

違う時間の使い方を持っておき、子どもが産まれてからは、その時間を縮小して家族に充

てる方法が伝授された。 

他にも質問が飛び交う活発な対談の場となったが、今回のシンポジウムから気づきを得

て、生活の中に少しでも取り入れて行くこと、家族を作って行く中で、育児や介護をプロ

ジェクトとしてとらえ、話し合いをしながらそれぞれの家庭の判断でベストの状態に向け
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て選択して生活することが理想であるとの結論を得て、対談は終了した。 

当日 60 名を超える参加者からのアンケートでは、渥美氏から紹介のあった、介護に取り

組む時など、精神的にしんどいときに効果を発揮するスキルとして、日々起こる「良かっ

たことを探し、ノートに書き留めておく」ことを早速実践してみるという声や、育児休業

取得について積極的に考えるようになった、自分の子どもを今からイクメン、カジダンに

育てたいという男性からの意見もあり、参加者の意識啓発につながったシンポジウムとな

った。 
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参加者アンケート結果 

 当日参加者に配布したアンケートの集計結果の一部を以下に紹介する。 

参加者 53 名のうち、40 名から回答があり、回答率は 75.5%であった。 

 

（１）参加者と回答者について 

 

 

 

 

 参加者・回答者ともに、大阪大学職員の割合が最も高く、4 割を占める結果となった。特

筆すべきは、例年と比べ、企業など学外からの参加者が多い点である。 

 また、イクメンなど男性にとってのワーク・ライフ・バランスがテーマであったため、

男性の参加者も多く、回答者の男女比はある程度均衡が取れたものとなった。 

 

 

 

9%

8%

40%

40%

15%

10%

4%

3%

25%

15%

8%

5% 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

参加者

回答者

参加者と回答者の職種内訳の比較

大阪大学教員・研究員 大阪大学職員 大阪大学学生 他大学教員 企業の方 その他 無回答

男性

45%

女性

32%

無回答

23%

回答者の性別
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（２）シンポジウムを知った経路 

 

 シンポジウムを知った経路としては、阪大 HP・多様な人材の活用 HP が最多であり、学

内・学外双方へ向けた周知方法として効果的であることが確認された。 

 参加者に大阪大学職員の割合が高いことから、学内の教員や学生に向けた広報が課題と

言える。 

 

（３）ポスター・チラシの印象 

 

今年度より、ポスター・チラシの作成をクリエイティブユニットに委託し、デザインも

一新した。ポスター・チラシの印象ついては、肯定的な意見が 9 割近くを占め、「イラスト

が印象的でよかった。」「内容をイメージしやすい。」といった感想が寄せられた。 

 

 

5

14

5

6

9

1

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ポスターなどの掲示物

阪大HP・多様な人材の活用HP

KOAN

ICHO掲示板

大阪大学各部局内広報

O＋PUS

その他

シンポジウムを知った経路（複数回答可）

 

良かった

39%

どちらかと

言えば良

かった
49%

どちらかと

言えば良く

なかった
12%

ポスター・チラシの印象
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（４）過去のシンポジウム出席状況 

 

 今回が初めての出席という参加者が 8 割強という結果となった。より多くの構成員に意

識啓発が行えるよう、こういった全学的なシンポジウムを継続的に実施していく必要があ

る。 

 

（５）男女共同参画推進に関連する事項の認知度 

 

男女共同参画推進オフィスの認知度は 9 割であったが、オフィスが実施している各施策

については、3 割～6 割程度の認知度となった。これは、学外参加者の割合が少なくないこ

とも一因であろうが、今後、各種情報の発信やイベントでの取組紹介などを通じて、認知

度を向上させていく必要がある。 

 

3

1

4

5

5

34

6
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第1回出席

第2回出席

第3回出席

第4回出席

第5回出席

第6回出席

無回答

過去のシンポジウム出席状況

90%

41%

62%

38%

34%

55%

45%

10%

59%

38%

62%

66%

45%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男女共同参画推進オフィス

大阪大学男女共同参画推進基本計画

研究支援員制度

電動さく乳器のレンタル

次世代育成支援に関する手引き

男女共同参画推進セミナー

妊婦健診・サポート外来予約支援

男女共同参画推進に関連する事項の認知度

知っている 知らない
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（５）自由記述について 

シンポジウムについて良かったと思われるもの（選択式・複数回答可） 

 

基調講演に関する記述が 22 件あり、「実体験をもとにした話に感銘を受けました。」「女

性の観点からも、子育て・介護に対する考え方、感覚を改めて考えさせられました。」など、

講演内容を高く評価する記述が目立った。また、特に興味が持てたテーマとして、男性の

育児休業・介護を挙げる参加者が多く、「男性である自分もぜひ育児休業を取ってみたい」

といった意見もあった。 

 対談に関する記述は 10 件あり、「一人が講演する形式より内容がわかりやすく、非常に

良かった。」など、内容のみならず形態についても評価する記述があった。 

 

シンポジウムについて改善するべきであると思われる点 

「管理職等の年齢が上の方々がもっと参加すべき。」といった意識改革を求める意見があ

った。また、男女共同参画に関するアピールについて「もっと広報すべき」「取組の概要を

知る機会はあっても、その具体的な内容や実践結果までは分からない」との意見があり、

シンポジウムを記録としてビデオに残して、アーカイブにすることを希望する声もあった。 

 

次回シンポジウムで取りあげて欲しいテーマ 

「託児設備の現状」「待機児童が多いと言われている学内保育所のあり方について」など、

5件の記述があった。 

 

大阪大学における男女共同参画の取組についての要望 

「教員のみではなく、事務系についても取組を進めてほしい。」など、教員以外の職員・

学生も含めた全学的な取組を期待する声があった。 

その他、「医学部附属病院の育児支援（院内保育園、病児・休日保育等）」「子育て相談会

のような個人対応をしてほしい。」という記述があった。 
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日 時 平成２５年２月１３日（水）
１５:００～１６:３０

場 所 大阪大学 吹田キャンパス
コンベンションセンター会議室２

講 師

○大学院工学研究科 准教授 中野元裕 氏
○総務企画部総長秘書室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾁｰﾑ

主任 前田健一郎 氏

※ それぞれ育児休業及び特別休暇（男性の育児参加）を取得された経験をお持ちです。

参加申込締切 ２月８日（金）
氏名・所属・学年又は職名・ご連絡先を記載の上、
メールまたはＦＡＸにてお申込みください。

主催者／お問い合わせ先・申込先

大阪大学 男女共同参画推進オフィス

吹田地区本部南棟内（カフェテリア匠の２階北側）

T E L ０６‐６８７９‐４４０５
F A X ０６‐６８７９‐４４０６
E-mail geoffice@office.osaka‐u.ac.jp

「育児休業を取得してみたいけれど、仕事に影響が
あるかなぁ。」「育児って大変そう・・・」

関心はあっても、あと一歩踏み出せないでいる男性教職員・学生
のみなさんにむけて、大阪大学在職のイクメンの先輩が男性の
育児参加や体験についてお話しします。
育児中の方、これから育児に関わろうと考えている男性及び女性教職員・
学生の方もぜひご参加ください。

上記のQRコードからも
お申込いただけます。

１－３．男女共同参画セミナー 

 

このセミナーは、テーマを決めて講師の講演と参

加者との意見交換を行うことを通じて、大阪大学に

おける男女共同参画の推進に向けて意識を高めてい

く目的で、毎年度 2 回、男女共同参画推進オフィス

が主催して開催してきている。 

 

平成 24 年度第 1 回男女共同参画セミナー 

「女性研究者を目指そう！」 

日時：平成 24 年 10 月 17 日（水）15:00～16:30 

場所：大阪大学コンベンションセンター会議室２ 

講師：大阪大学大学院薬学研究科 上島 悦子 教授 

大阪大学大学院工学研究科 赤井 恵   助教 

 

（概要） 

 平成 24 年度第 1 回男女共同参画セミナーでは、「女性研究者を目指そう！」として、子

育てをしながらキャリアを積み重ねている本学の女性研究者にお話を伺った。 

 まず、工学研究科の赤井恵助教から、子育てと家事をめぐる配偶者との率直なやり取り

を詳細に紹介いただき、時折参加者からの笑いを誘いながら体験談を語っていただいた。 

続いて薬学研究科の上島悦子教授からは、薬剤師としてのキャリアから教員に変わられた

経験について、子育てをしつつ仕事を充実させた日々をお話しいただいた。 

 お二人の話に参加者が引き込まれるとともに、ディスカッションの時間においても活発

な質疑が交わされた。 

 

平成 24 年度第 2 回男女共同参画セミナー 

「実際にイクメンやってみよう！」 

日時：平成 25 年 2 月 13 日（水）15:00～16:30 

場所：大阪大学コンベンションセンター会議室２ 

講師：大阪大学大学院工学研究科 中野 元裕 准教授 

   大阪大学総務企画部総長秘書室プロジェクト 

マネジメント・チーム 前田 健一郎 主任 
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１－４．男女共同参画に関する広報 

 

（１） 大阪大学ホームページ「多様な人材の活用」 

 平成 23 年度末に多様な人材活用推進本部が廃止になったことに伴い、それまでの「多

様な人材活用推進本部ホームページ」は、「多様な人材の活用ホームページ」へ名称を変

更した。 

 このホームページには、多様な人材活用の理念や、その中核である男女共同参画の考

え方、基本計画、大阪大学の男女共同参画に関する種々の取組の情報（イベント情報、

研究支援員制度をはじめとするワーク・ライフ・バランス支援に関する情報、次世代育

成に関する情報（次世代育成支援の手引きなど））、障害者雇用に関する情報を掲載して

いる。平成 24 年度には、相談窓口について情報をより見やすくするよう整理を行い、「相

談窓口案内」としてまとめて掲載するようにした。 

 このホームページは、学内外の利用者が参照しやすいように、大阪大学ホームページ

のトップページに「多様な人材の活用（男女共同参画、障害者雇用）」の特設リンクを設

け、当該個所をクリックすると直接「多様な人材の活用」ホームページに入れるように

している。 

 

（２）ニュースレター「大阪大学男女共同参画だより」の発行 

平成 24年度から 4 年間にわたり実施している基本計画に基づき男女共同参画施策を一

層推進するため、推進への取組を大学内外に情報提供していくことを目的として、平成

24 年度に「大阪大学 男女共同参画だより」を刊行することとした。 

 3 か月に 1 回(年４回)の発行とし、第１号を平成 24 年 9 月に、第 2 号を平成 24 年 12 

月に、第 3 号を平成 25 年 3 月にそれぞれ刊行した。 
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大阪大学 男女共同参画だより 第1号の刊行によせて

このたび、大阪大学における男女共同参画の推進への取り組みについて、大学内外の皆様方に
お知らせすることを目的として「男女共同参画だより」を刊行することになりました。これから、男女共
同参画に関する様々な情報を提供してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（男女共同参画推進オフィス 室長 頼本 維樹）

2012.09
NO.1

「大阪大学男女共同参画推進基本計画」を策定しました
この基本計画（平成24年4月18日策定）は、大阪大学における男女共同参画施策を、体系的・計画

的・総合的に推進することを目的としています。関連する各種施策を積極的に実施していきますので、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
基本計画の本文は「多様な人材活用」ＨＰからご覧ください。

（ＨＰアドレス）http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/office/plan

研究支援員制度を実施しています

育児・介護などで研究時間が十分に確保できない研究者の方々に対し、大学院修了者や学生など
を研究支援員として雇用・派遣する制度です。男女を問わずご利用が可能です。
研究支援員にとっても、スキルアップやキャリア経験の機会を得ることができます。
平成24年度後期利用者募集期間は終了いたしましたが、緊急に支援が必要な場合は、男女共同参
画オフィス（ geoffice@office.osaka-u.ac.jp）までお知らせください。

推進体制

総長

男女共同参画推進委員会
主な構成員：
総長・理事・部局等の長

※ 男女共同参画に関する重
要な事項について審議する。

多様な人材
活用担当理事

男女共同参画推進オフィス
構成員：右一覧のとおり

※ 男女共同参画推進のための施策の企画、
立案及び提言を行う。

研究支援員制度WG、意識啓発WG、WLB検討WG。太字は各座長

男女共同参画推進オフィス
室 長 頼本 維樹 男女共同参画推進オフィス 教授

副室長 藤原 康文 工学研究科 教授

大野ゆう子 医学系研究科（保健学専攻） 教授

室 員 安蘇 芳雄 産業科学研究所 教授

上島 悦子 薬学研究科 教授

岡田千あき 人間科学研究科 准教授

加賀有津子 工学研究科 教授

久保田弓子 理学研究科 准教授

小林 秀敏 基礎工学研究科 教授

篠原 美紀 蛋白質研究所 准教授

高橋美惠子 言語文化研究科 教授

水島 郁子 高等司法研究科 教授
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ご存知ですか？
裁量労働制を適用されている

教職員の方も、短時間勤務がで
きます。（短縮した時間について、
給与は支給されません。）

制度の詳細については、適用され
る就業規則又は大阪大学ＨＰをご覧
ください。

国立大学法人 大阪大学 男女共同参画推進オフィス
〒565-0871 吹田市山田丘１-１ （本部南棟）
TEL 06-6879-4405 FAX 06-6879-4406
URL http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity
E-mail geoffice@office.osaka‐u.ac.jp

「次世代育成支援の手引き」を改訂しました

去る平成24年8月10日、本学ＨＰ「多様な人材の活用」内に「次世代育成支援の手引き（常勤職員
用・非常勤職員用）」を改訂し、掲載しました。

この手引きは、これから出産を迎える方や育児中の方に向けて、本学の様々な支援情報及び制度
をわかりやすくまとめたものです。
育児等に関わる男性教職員の方に向けた情報も満載です。
是非、ご活用ください。

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/work_life_sup
（学内専用：ICHOにログインが必要です。）

男女共同参画推進オフィスでは、女
性教職員向けに電動さく乳器のレンタ
ルを行っています。オフィスまで
お気軽にお問合せください。

女子休憩室をご利用ください
大阪大学では、授乳やさく乳の時な
どに利用できる女子休憩室を各部局
に整備中です。（一部部局を除く）

利用方法など詳細については、所属
部局の庶務担当係にお問い合わせく
ださい。

ロールモデル募集中です

・ 研究活動と出産、育児、介護を両立している研究者の方
・ 研究者としてのキャリアで、留学や転職などユニークな経
験をお持ちの方

次世代に向けてご自分の体験を語ってみませんか？

ご協力いただける方を募集しています。詳しくは男女共同参
画推進オフィスまでご連絡ください！

10月17日（水）15：00～16：30
吹田キャンパスコンベンションセンター
会議室2 （2階）にて
平成24年度第１回男女共同参画セミナー
「女性研究者を目指そう！」を開催します。

11月29日（木） 15:00～17:00
第６回男女共同参画シンポジウム
「イクメン・介男子」として、多方面でご活躍の渥美 由喜さんが
講演します！

場所：吹田キャンパスコンベンションセンター

セミナー・シンポジウムの参加お申込みは、
男女共同参画推進オフィスで受付中です。

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity

予告

みみより情報
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2012.12
NO.2

「大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に係る部局アンケート」を実施しました。

本学では、今年度から４年間にわたって「男女共同参画推進基本計画」を実施中です。
これに関連して、各部局等の長に依頼し、10月から11月にかけてアンケートを実施しました。
今後、男女共同参画推進オフィス会議において頂いた回答を分析し、基本計画の各施策に反映す
る予定です。
だれもがいきいきと働き、学べるキャンパスを目指して、男女共同参画の推進に力を入れておりま
すので、これからも基本計画の各施策にご期待ください！

【基本計画は阪大ＨＰに掲載しています】
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/office/plan

本学ＨＰに「相談窓口案内」を新設しました。

育児・介護などで相談したいこと、困ったことが起き
たとき、どこに相談すればよいか迷ったことはありませ
んか？

このたび、本学ＨＰ「多様な人材の活用」内に「相談
窓口案内」を新設しました。

現在は大阪府、北摂地域の自治体の窓口案内を掲
載しています。今後順次拡大していく予定です。ぜひ
ご利用ください。
【大阪大学ＨＰ「多様な人材の活用」】
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/consultation

男女共同参画推進オフィスでは、女性教職員
向けに電動さく乳器のレンタルを行っています。
オフィスまでお気軽にお問合せください。

みみより情報（その２）

平成25年度「研究支援員制度」
利用者をまもなく募集開始します。

「研究支援員制度」は、出産・育児・介護で研究時
間を確保しにくい研究者の方を支援する制度です。

学部生・院生などの研究支援員による様々な支援
を受けながら、彼らのロールモデルとしての役割を
果たせるという「サポート連鎖」をメリットとしているも
ので、多くの方が利用されています。

平成25年度の募集については、1月中旬以降、本
学ＨＰで詳細をお知らせする予定です。

お問い合わせについては、男女共同参画推進オ
フィスまでご連絡ください。

第7回女子中高生のための関西科学塾
本学で中学生対象の実験講座を開催！

去る10月21日（日）、本学吹田・豊中両キャンパ

スにおいて、「女子中高生のための関西科学塾」
を開催しました。

8つの実験講座に女子中学生62名が挑戦。ど

の講座も満足度が高く、将来は理系進学を目指
すと心に決めるなど、参加者が理系進路への意
識を高めた一日となりました。

関西科学塾は理系進路を選択する女子を応援
するイベントとして、女子中高生と保護者、教員を
対象に毎年開催しています。
詳しくは関西科学塾ＨＰ（http://kagaku-

juku.jp/）をご覧ください。

みみより情報（その１）

大阪大学は「くるみん」を取得し、
子育てサポートをしています。
妊娠・出産を控えた教職員の方にむけて、休暇制度や経済
的支援についてまとめた冊子「次世代育成支援の手引き」を
本学ＨＰに掲載していますのでご活用ください。
【大阪大学HP】
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/work_life_sup
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国立大学法人 大阪大学 男女共同参画推進オフィス
〒565-0871 吹田市山田丘１-１ （本部南棟）
TEL 06-6879-4405 FAX 06-6879-4406
URL http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity
E-mail geoffice@office.osaka‐u.ac.jp

今回のシンポジウムは、「育児・介護と仕事の充実に向けて－男性も“イクメン”“介男子”に－」
をテーマとしました。「イクメン」という言葉を広め、数々の著書や講演でご活躍の渥美 由喜さん
（厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員（東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバラ
ンス研究部長））にご講演いただきました。
渥美 由喜さんは、仕事をしながら２人のお子様の子育て及び実のお父様の介護に奮闘され、参加

者の関心も高く、学内外から多くの方が聴講に来られました。参加者のアンケートでは「実体験に基
づいたお話に感動した」「男性である自分もぜひ育児休業を取ってみたい」といったご意見が多数寄

せられました。また、対談コーナーでは、言語
文化研究科教授の高橋 美惠子さんとの軽妙な
やり取りに参加者からの質問も飛び交い、終了
時間を迎えるのが惜しい雰囲気のなか閉会しま
した。好評だった本テーマを受けて、２月には、
本学のイクメンをクローズアップしたセミナー
を開催予定です。（詳細は下記をご覧ください。）

年に２回開催している本セミナーの第１回では、「女性研究者を目指そう！」として、子育てをしな
がらキャリアを積み重ねている本学の女性研究者にお話を伺いました。
まず初めに工学研究科の赤井恵助教からは、子育てと家事をめぐる配偶者との率直なやり取りを詳細

にご紹介いただき、時おり笑いを交えた体験談を語っていただきました。
続いて薬学研究科の上島悦子教授からは、薬剤師としてのキャリアから、教員へ変わられた経験につ

いて、子育てをしながらも仕事も充実させた日々をお話いただ
き、参加者はみるみる引き込まれていきました。質疑応答も活
発に交わされ、盛会のうちに終了しました。

★平成24年度第2回男女共同参画セミナーを開催します★
“実際にイクメンやってみよう！”（第6回シンポジウム関連企画）

本学では、「大阪大学男女共同参画推進基本計画」を推進中です。その中で「ワーク・ライ
フ・バランス」の実現に向けて、男性の育児休暇取得者の増加を目指しています。
そこで今回は、本学在職で育児休業や特別休暇を取得した男性教職員をお迎えして、育児

について語っていただきます！
現在育児中の方、これから育児に関わろうと考えている男性・女性共に必聴です。

日 時：平成25年2月13日（水）15:00～16:30（予定）
場 所：大阪大学コンベンションセンター２階 会議室２
お申込み・お問い合わせ先：男女共同参画推進オフィス

速報

←参加者からの質問に答える上島教授（左）と赤井助教（右）

←渥美講師の講演に聴き入る
参加者のみなさん

↑渥美講師（右）と高橋教授（左）
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「実際にイクメンやってみよう！」
と題した平成24年度第2回男女共同参画セミナーは、多数の教職員、学生、
一般の方の参加を得て大盛況でした。
まず、大学院工学研究科の中野元裕先生の育児休暇取得の際の体験談に

続いて、総務企画部総長秘書室プロジェクトマネジメント・チームの
前田健一郎主任の特別休暇（男性の育児参加）を取得された際のお話を伺いました。
続いて、男女共同参画推進オフィス室長の頼本教授から、阪大での男女共同参画

の取り組みについて紹介があり、質疑応答の時間には多くの方から手が上がり、終
了時間をオーバーするほどの熱気に包まれたセミナーとなりました。
参加者のみなさんのアンケートでは、学生の方からは「自分も将来育児に参加し

ようと思う」「育児に関わる自分のイメージができた」などのご意見が、教職員の方からは「気づき
のきっかけになった」「実体験の話は参考になった」などの感想を頂きました。
次回開催は平成25年度の予定です。育児だけでなく、介護など、様々なテーマを取り上げる予定に

しています。詳しくは、大阪大学ホームページ「多様な人材の活用」でお知
らせしますので、是非ご参加ください。

【大阪大学HP「多様な人材の活用」】
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity

平成25年度「研究支援員制度」利用者が決定しました。

「研究支援員制度」をご存じですか？出産・育児・介護などのライフイベントで、研究の時間を思うように取れない
研究者の方に、大阪大学が雇用する研究支援員を配置し、研究の支援を行う制度です。

研究者としてのキャリアをあきらめることなく続けられるため、これまで制度導入から６年の間に多くの研究者にご
利用いただき、ほとんどの利用者の方から喜びの声をいただいております。

また、研究支援員の方々にとっても、研究の実際を体験することにより、将来の自分をイメージし、スキルを磨く機
会ともなるなど、貴重な経験ができたとの声をいただいております。
その「研究支援員制度」の平成２５年度の利用者の募集を行い、このたび２４名の方の利用が決定しました。
平成２５年４月から１年間、研究支援員の方のサポートにより、利用者のみなさまのワーク・ライフ・

バランスの充実に貢献する予定です。
＊募集は締め切っておりますが、緊急に支援が必要な場合は
男女共同参画推進オフィスまでご相談ください。

みみより情報（その１）

男女共同参画推進オフィスでは、大阪大学医学部附属病院の協力のもと、本学教職員を対象とした「妊婦健診・サポート外来」
の予約支援を行っています。特に妊婦健診は、体調不良となる方も多いなか、妊娠初期から通うことが必要です。
医学部附属病院の産科婦人科で健診やサポート外来を受診できるこの制度は、利用者の方からも喜ばれています。
「妊娠したかな?」「産後少し体調が思わしくないな・・・」と気になっている教職員のみなさん、男女共同参画推進オフィスまで
お気軽にご連絡ください。

「妊婦健診・サポート外来予約支援」をご利用ください。
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国立大学法人 大阪大学 男女共同参画推進オフィス
〒565-0871 吹田市山田丘１-１ （本部南棟）
TEL 06-6879-4405 FAX 06-6879-4406
URL http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity
E-mail geoffice@office.osaka‐u.ac.jp

【頼本室長レポート】
工学研究科・工学部
「女性研究者と
その卵たちの集い」開催

平成25年3月6日（水）に開催された
「第6回女性研究者とその卵たちの集い」
（主催：工学研究科・工学部 総務室、共催：大阪大
学男女共同参画推進オフィス）に参加しました。
この集いは、工学研究科の女性研究者と女子学生
が、学科や専攻の壁を越えて交流を深めることを目
的としています。第1部は、長谷川美貴先生（青山学
院大学教授）と野々瀬菜穂子先生（（独）産業技術総
合研究所主任研究員）のお二人による特別講演会で
した。これまでのキャリアや研究内容、研究と家庭の
両立についての体験談などを熱く語ってくださり、
ロールモデルとして、女子学生にとって大いに励みに
なるお話でした。第2部は、レストランで簡単な食事や
飲み物を用意しての交流会でした。工学研究科の女
性教員や女子学生はもちろん、男性教員や男子学
生も参加して、第1部の講師の先生方を囲んで、質問
や意見交換を活発に行い、熱心な語らいの場が広
がっていました。
こうした集いが、工学研究科以外にも広がり、女子
学生が研究者を目指すきっかけになる機会が増える
と良いと思います。
（大阪大学男女共同参画推進オフィス室長 頼本 維樹）

男女共同参画推進オフィスでは、女性教職員向けに
電動さく乳器（メデラ社）のレンタルを行っています。
働きながら母乳育児を実践できると好評です。
レンタルをご希望の方、さく乳器に関するお問い合わせは
オフィスまでお気軽にご連絡ください。

みみより情報（その２）

「大阪大学男女共同参画推進基本計画」
部局ヒアリングを実施しました。
本紙NO.2でお知らせしました部局長アンケート（昨年

10月実施）に基づき、男女共同参画推進オフィスでは、
５部局の部局長にヒアリングを実施いたしました。

ここで得たご意見を、来年度以降の男女共同参画推
進基本計画の施策の改善・充実につなげていきます。

大阪大学の男女共同参画とワーク・ライフ・バランス
のさらなる推進に全学を挙げて取り組んで行きましょう。

パンフレット「大阪大学における男女共同参画
の推進のために」を作成しました。

大阪大学の男女共同参画推進につ
いて、普及啓発を目的として様々な取
り組みをわかりやすくまとめたパンフレ
ットを作成しました。
興味のある方は男女共同参画推進
オフィスまでご連絡ください。

「次世代育成支援の手引き」ご活用ください。

大阪大学は「くるみん」を取得し、子育て
サポートをしています。
妊娠・出産を控えた教職員の方々は、
どんな手続きが必要なのか、どんな支援が
受けられるのか、調べなければならないことがたくさ
んあります。
それをまとめた冊子が、「次世代育成支援の手引
き」です。常勤職員用・非常勤職員用の2種類あり、
学内での手続きに必要な書類や、担当の連絡先など
も掲載した充実の1冊です。
大阪大学ＨＰに掲載していますのでご活用ください。
男性も必見です。

【大阪大学HP「多様な人材の活用」「ワーク＆ライフ支援情報」内】

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity/work_life_sup

Ⅰ．平成２４年度男女共同参画報告書を発行します。

大阪大学の平成24年度における男女共同参画の概
要についてまとめた冊子を発行します。

今年度の本学における男女共同参画の動きが網羅
されており、セミナーやシンポジウムに参加できなかっ
た方も内容をご覧いただけます。
大阪大学HPにも掲載しますので、一度ご覧ください。

Ⅱ．ロールモデル集を発行します！

これまでご要望の多かった「ロールモデル集」を現在
編集作業中です。大阪大学で活躍する研究者の方の
インタビューをまとめたもので、まずは本学ホームペー
ジで公開いたします。（3月下旬予定）

ワーク・ライフ・バランスを実践されている研究者の実
例を紹介していますので、女子学生や若手女性研究者
の方をはじめ、みなさまの将来をイメージするのに役立
つ内容となっています。
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１－５．工学研究科独自の取組 

 工学研究科では独立法人化を機に、7 つの室（運営企画室、教育学務室、社会連携室、評

価室、財務室、総務広報室（平成 20 年度から総務室）、国際交流室）が研究科長・評議員・

副研究科長・室長からなる役員会の下に配置されている。平成 17 年度にフロンティア研究

機構（文部科学省科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム）のサポートにより

実施された FRC プロジェクト「科学・工学領域の女性研究者増加可能性をめぐって－課題

の検討と大阪大学大学院工学研究科への提案－」からの提案を受けて、平成 18 年度、総務

広報室内に男女共同参画ワーキンググループが新たに設置され、目標値「外国籍および女

性教員の比率 20%以上」を達成する方策を検討することになった。そのワーキンググルー

プの主査は総務広報室員が務め、工学部 5 学科（応用自然科学科、応用理工学科、電子情

報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合工学科）からの推薦のメンバー（5 名）と主

査推薦のメンバー（5 名、平成 20 年度からは 6 名）からなっている。平成 23 年度のメン

バー構成は男性教員（教授、准教授）6 名、女性教員（教授、准教授、講師、助教）6 名で

あり、女性教員比率 50%となっている。 

工学研究科では男女共同参画ワーキング・グループを中心として、下記の取組を行って

いる。 

 

（１）女子高校生のためのオープンキャンパス 

 女性研究者の卵である女子学生構成比率を高めることを目的に、平成 19 年度から毎年、

工学部オープンキャンパスの際に「女子高校生のためのオープンキャンパス」を実施して

いる（図 4-1-1）。このイベントは講演会と懇親交流会の 2 部構成となっている。 

講演会では、現役の女性研究者・技術者・学生からのメッセージを通して、女子高校生

に工学分野における自分自身の新しい可能性を見出してもらうことを目的としている。具

体的には、各方面で活躍されている女性研究者・技術者を主に学外から迎え、研究の面白

さは勿論のこと、キャリアパス形成で直面した様々なエピソードについて紹介していただ

いている。また、現役の女子大生には各自の研究内容に加えて、入学後の学生生活につい

て紹介していただいており、平成 22 年度は学部生に、平成 23 年度からは大学院生と学部

生に講師をお願いした。さらに、平成 23 年度から工学部・工学研究科における女子卒業生

の就職状況についてデータを提示した。 
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図 4-1-1 第 6 回女子高校生のためのオープンキャンパス 
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平成 23・24 年度に実施した講演会のプログラムは下記のとおりである。 

------------------------------------------------------------------------ 

＜平成23年度＞ 

平成 23 年 8 月 10 日（コンベンションセンター2 階会議室）、参加者数 155 名 

（１）挨拶  

大阪大学大学院工学研究科 研究科長  馬場 章夫 

（２）活躍されている女性研究者・技術者からのメッセージ 

    農業・食品産業技術総合研究機構  和木 美代子 

株式会社竹中工務店  池内 邦江 

（３）工学部の女子卒業生の就職状況  

大阪大学大学院工学研究科  小浦 久子 

（４）女子阪大生からのメッセージ 

   電気電子情報工学専攻  升田 恵子 

環境・エネルギー工学科  平井 利枝 

 

＜平成24年度＞ 

平成 24 年 8 月 9 日（コンベンションセンター2 階会議室）、参加者数 110 名 

（１）挨拶  

大阪大学大学院工学研究科 研究科長  掛下 知行 

（２）活躍されている女性研究者・技術者からのメッセージ 

    精密科学・応用物理学専攻  赤井  恵 

シャープ株式会社  公文 ゆい 

（３）工学部の女子卒業生の就職状況  

地球総合工学専攻  小浦 久子 

（４）女子阪大生からのメッセージ 

   マテリアル生産科学専攻  池尾 直子 

電子情報工学科  増廣 のぞみ 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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一方、懇親交流会では、女子高校生が工学分野に抱いている夢や希望、入学後の学生生

活について意見交換を行い、進路選択に役立ててもらうことを目的としている。懇親交流

会は講演会に引き続いて学内レストランで開催し、ワーキンググループメンバーは勿論の

こと、講演会の講師や各専攻からの女子大学院生にも参加していただいている（図4-1-2）。

参加者数は毎回、50名程度であるが、女子高校生が興味ある工学分野の教員・学生を捕ま

えて、熱心に質問をしている光景は印象的である。 

 

（２）女性研究者とその卵たちの集い 

 工学部・工学研究科における女子学生比率は専攻・学科に依存して、大きな偏りがある

のが現状である。本取組は、女性教員・研究者・学生が簡単な食事や飲物を手に、これま

での学生生活や研究活動についての意見交換を行い、学科や専攻の壁を超えて相互の交流

を深めること（専攻・学科横断型ネットワークの構築）を目的としている。平成19年度よ

り毎年1回、学内レストランにおいて開催している（平成20年3月18日、平成21年1月21日、

平成22年2月12日、平成22年11月29日、平成23年12月13日、平成25年3月6日）。平成22

年度からは、交流会の前に特別講演会を企画し、第一線で活躍されている女性研究者に現

在の研究内容は勿論のこと、研究を志した動機や、研究と家庭との両立について講演して

いただいた（図4-2-1）。 

  

 

図 4-1-2 女子高校生のためのオープンキャンパス（講演会） 
 

図 4-1-2 女子高校生のためのオープンキャンパス（交流懇親会） 
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図 4-2-1 第 6 回女性研究者とその卵たちの集い 
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これまでに実施した特別講演会のプログラムは下記のとおりである。 

------------------------------------------------------------------------ 

＜平成 22 年度＞  

 産業技術総合研究所・室長  美濃島 薫 

東京大学生産技術研究所・教授  大島 まり 

大阪大学大学院工学研究科・教授  加賀有津子 

＜平成 23 年度＞  

 神戸大学・特別顧問  相馬 芳枝 

 大阪大学大学院理学研究科・教授  田島 節子 

＜平成 24 年度＞  

 青山学院大学大学院理工学部化学・生命科学科・教授  長谷川美貴 

 産業技術総合研究所・主任研究員 野々瀬菜穂子 

------------------------------------------------------------------------ 

参加者数は、初回の平成19年度は33名、平成20年度65名、平成21年度53名、平成22年度

78名、平成23年度82名とわずかずつ増加しており、その関心の高さが伺える（図4-2-2）。

一方、イベント開催にあたり、「男女共同参画にご関心のある男性教員や男性研究者の参

加も大いに歓迎です」と案内していることから、毎回数名の男性教員・男子学生の参加が

ある。 

  

 

図 4-2-2 女性研究者とその卵達の集い 
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（３）ラジオ番組「どんなんかな？工学部」 

工学研究科では広報委員会を中心として、平成17年度より平成22年度まで大学進学を目

指す高校生・受験生およびその保護者等を対象にラジオ番組「どんなんかな？工学部」（朝

日放送）を放送した。本番組は、工学研究科の教員と朝日放送アナウンサーの対談により、

研究内容の紹介・解説や、キャンパスライフの実態などを紹介するものである。平成18年

度からは男女共同参画の一環として、女性教員は勿論のこと、女子学生もゲストとして迎

え、工学分野に関する興味や、学生時代の思い出、進路選択時の経験、大学時代の研究が

どのように仕事に活かされているか等について情報発信を行った。 

 

（４）女性教職員・研究者・学生を対象とした環境の整備 

工学研究科では平素より女性教職員・研究者・学生を対象とした環境の整備に取り組ん

でいる。女性教職員・研究者・学生を対象とした休憩室・更衣室は既にいくつか設置して

いるが、平成21年度、授乳・搾乳が行える環境を備えた休憩室（1室）を新たに部局経費に

て設置した。 
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２．女性教職員、女子学生の参画促進 

２－１．留保ポストの活用 

（１）経緯  

 女性教員の採用・登用について大学留保ポスト等を活用することは、当初はＪＳＴ「加

速プログラム」における実施施策内容の一環として構想されたものである。平成 23 年 8 月

に、総合計画室に対して、「加速プログラム」に盛り込む女性研究者の留保ポストとして、

プログラム実施期間の 5 年間における要求を行い、総合計画室会議での説明を経て、11 月

には執行部における説明を行った。（ただし、「教授・准教授・講師で 5 名」となった。） 

その後平成 22 年 12 月には、前述のとおり、「加速プログラム」への申請が不可能となる

にいたった。しかし、大阪大学において、女性研究者の採用加速は、「加速プログラム」の

23 年度新規募集の有無にかかわらず、大学の多様な人材の活用、男女共同参画の推進の観

点から大学全体として重要な課題であることから、大学独自の必要な施策として、女性研

究者の採用加速のため大学留保ポスト等の活用を図っていくこととし、総合計画室の了承

を得た。 

具体的には、教育研究や社会貢献において、将来の大阪大学を担うにふさわしい女性教

員について、教授または准教授の（１）採用を行う場合に、最長 3 年間の大学留保ポスト

を配分し、（２）昇任を行う場合は、昇任前の大学留保ポストとの差額分の大学留保人件費

を配分するものである。この留保ポストについては、理工系に限らず全学を対象とするこ

ととし、女性教員の採用及び昇任についてそれぞれ毎年度各 1 名程度とすることとなった。 

（２）運用状況 

初年度の平成 23 年度は、女性教授への昇任について 1 件の申請が大学院高等司法研究科

からあり、2 次にわたる審査の結果、申請が認められた。 

 平成 24 年度は、女性教授への昇任について及び准教授の採用についての計 2 件の申請が

あり、審査の結果、女性教授への昇任についての申請 1 件が認められた。 
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 ２－２．ロールモデル集の作成 

 

 基本計画は、ロールモデルに関する情報の発信を行うことについて、女性教職員、女子

学生の参画促進のための具体的施策として記載している。また、ロールモデル集の作成は、

次世代の若手女性研究者に対する啓発を進めることにもつながる。 

 平成 24 年度は、大阪大学の研究支援員制度の利用者である研究者と、男女共同参画推進

オフィスの女性室員とから、合計 10 名のロールモデルにインタビューを行い、「多様な人

材の活用」ホームページに掲載し、学内外から見ることができるようにすることとした。 

 ロールモデルへのインタビューは専業のライターに委託し、ライターが平成 25 年 1 月 15

日～17 日及び 2 月 4 日にロールモデルの研究室等を訪問する形で実施した。インタビュー

の結果をまとめ、平成 25 年 3 月に、大阪大学ＨＰ「多様な人材の活用」に、インタビュー

を掲載した。 
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 ２－３．学生への教育活動 

（１）男女共同参画に関する授業 

男女共同参画については、大阪大学においても、これまでにも様々な活動を行ってきた。

その一環として、大阪大学に在学する学生に対しても、男女共同参画に対する意識の向上

を目指す授業科目が従来から開講されている。そのうち、主として女性学・ジェンダー研

究に関連する授業科目の開講状況について、以下の表にまとめた。記載した数値はいずれ

も平成 21 年度におけるものである。 

 

① 全学共通科目 

部局名 科目名 
受講者概数 

男 女 

大学教育実践センター 現代の差別を考える 94 53 

大学教育実践センター ジェンダーへの招待 5 1 

合   計 99 54 

② 学部 

部局名 科目名 
受講者概数 

男 女 

文学部 比較文化学講義 25 68 

文学部 比較文化学講義 1 2 

文学部 比較文学講義 13 36 

人間科学部 文化社会学演習Ⅱ 7 8 

人間科学部 ジェンダー教育学 33 46 

人間科学部 ジェンダー論 2 2 

人間科学部 ボランティアネットワーク論 9 9 

人間科学部 比較社会学 25 25 

外国語学部 オセアニア文化研究ｂ 8 20 

外国語学部 オセアニア文化研究ｂ（自由科目） 0 1 

外国語学部 東南アジア歴史研究Ⅰａ 8 23 

外国語学部 東南アジア歴史研究Ⅰａ（自由科目） 0 1 

外国語学部 東南アジア歴史研究Ⅰｂ 10 22 

外国語学部 日本語研究ａ 7 15 

外国語学部 日本語研究ａ（自由科目） 1 1 

外国語学部 日本語研究ｂ 6 9 

外国語学部 日本語研究ｂ（自由科目） 0 2 

合   計 155 290 
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③ 博士前期（修士）課程 

部局名 科目名 
受講者概数 

男 女 

文学研究科 ジェンダー表象論Ⅰ演習 3 2 

文学研究科 ジェンダー表彰論Ⅰ講義 1 2 

文学研究科 比較文化学講義 1 2 

文学研究科 比較文化学講義 7 2 

文学研究科 比較文学講義 2 3 

人間科学研究科 多文化共生社会論特講Ⅰ 5 4 

人間科学研究科 ジェンダー教育学特講 7 7 

人間科学研究科 ジェンダー論特講 4 8 

人間科学研究科 多文化共生社会論特定演習Ⅰ 0 3 

言語文化研究科 ジェンダー論Ａ 1 2 

言語文化研究科 ジェンダー論Ｂ 1 1 

言語文化研究科 日本文化学研究ⅠＡ 1 1 

言語文化研究科 日本文化学研究ⅠＢ 1 3 

言語文化研究科 比較言語文化論Ａ 4 2 

言語文化研究科 比較言語文化論Ｂ 3 1 

言語社会研究科 イスラーム言語文化研究１ 1 0 

言語社会研究科 イスラーム言語文化研究２ 1 0 

言語社会研究科 日本言語社会研究序説 1 0 

合   計 44 43 

 

③ 博士後期（博士）課程 

部局名 科目名 
受講者概数 

男 女 

文学研究科 比較文学特殊講義 0 1 

文学研究科 比較文化学特殊講義 2 1 

人間科学研究科 多文化共生社会論特別演習Ⅰ 1 0 

合   計 3 2 
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（２）全学共通教育基礎セミナー「育児力を育む」 

「育児力を育む」は、医学部保健学科の教員が、医学部以外の学部生を優先的に対象学

生として行うセミナーであるが、平成 24 年度からは 20 名定員以内であれば医学部保健学

科の学生も受け入れる条件に変更した。 

セミナーは、成長記録や乳幼児の映像等の具体的な乳幼児の姿を通して、乳幼児期の成

長発達の実際を理解すること、乳幼児および育児に関連するテーマに対する自主的な学習

と演習を通じて、乳幼児に対する認識を深め、育児に関する将来の生活を考える機会とす

ることを目的として実施した。 

セミナーの概要は、以下のとおりである。 

第 1 回 ガイダンス 

第 2 回 乳児前期の成長発達の特徴・ビデオ視聴 

第 3 回 乳児後期の成長発達の特徴・ビデオ視聴 

第 4 回 幼児前期の成長発達の特徴・ビデオ視聴 

第 5 回 幼児後期の成長発達の特徴・ビデオ視聴 

第 6 回 育児に関するテーマの個人ワークの発表と討議 

第 7 回 育児に関するテーマの個人ワークの発表と討議 

第 8 回 演習 

①ベビーモデルを使用した乳児の衣類の着脱、おむつ交換・赤ちゃんの抱き方 

②調乳と粉ミルクの試飲、市販の離乳食の試食 

夏季休暇 大阪大学たけのこ保育園での 1 日（9：00～16：00）見学実習 

 

平成 24 年度の基礎セミナーは、隔週の金曜日に吹田キャンパスの保健学科棟で講義と演

習を行う方法に変更し、育児に関するテーマは個人ワークでの発表と討論を行った。個人

ワークテーマは、「男性の育児参加」「離乳食」以外に、「おしゃぶりの利点と欠点」や「幼

児向きの教育番組」「いろいろな国の育児」など個々の学生の興味によるユニークなテーマ

が発表され、有意義な時間になった。 

また、演習では、1 人ずつモデルの新生児人形を使用して、赤ちゃんの衣服の着脱、おむ

つ交換を行い、赤ちゃんの抱き方を実習した。また、ミルクの調乳と試飲、離乳食の試食

を通じて、乳児の発達に合わせた調理形態を確認できた。 

平成 24 年度は、受講した学生が、法学部、文学部、人間科学部、基礎工学部、工学部、

歯学部、外国学部、医学部保健学科の男子 3 名女子 11 名の 14 名と人間科学研究科の院生 1

名の計 15 名であり、夏季休業期間にたけのこ保育園での自主的な保育実習は 8 名が行う予

定であったが、体調不良等で 6 名の実習になった。保育園の子どもの学生に対する反応は、

非常によく、好意的に受け止められていた。学生も、充実した実習時間となっていた。 
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（３）医学部保健学科の保育実習 

１）保育実習の実施の経過 

 医学部保健学科では、2 年生の後期に開講している「小児看護対象論 II」の講義の中で、

乳幼児の成長発達を学習した後、1 日間保育実習を実施している。少子化の影響のためか、

きょうだいも少なくなり、身近に乳幼児と接する機会がほとんどないまま大学に入学する

学生が年々増加している。子どもに対する具体的なイメージがないまま、講義で子どもの

成長発達を学んでも、子どもを理解し適切な支援を実施することがむずかしくなってきて

いる。また、子どもには興味や関心があるのに、子どもに接する自信がなく、苦手意識を

持つ学生も多い。 

そこで、数年前から、豊中市の協力を得て、豊中市の保育所での保育実習を実施してき

た。大学の「たけのこ保育園」が完成した平成 20 年からは、一部の学生の保育実習を受け

入れてもらうことになった。しかし、今年度は、11 月 2 日の大学の行事週間の見学実習に

なったため、豊中市立保育所 17 か所のみの実施となった。 

また、保育実習は、平成 26 年度から講義ではなく、実習科目での保育実習になるため、

2 日間に実習期間が延長され、吹田市の保育所と大学の保育園に依頼して行う予定である。 

 

２）保育実習の目的と実習内容 

 保育実習の実習目標は次のとおりである。 

①実習クラスの子どもの生活行動を観察することで、そのクラスの子どもの成長発達段

階の特徴がわかる 

②保育士のクラスの子どもへのかかわりを観察することで、成長発達段階に応じた保育

の実際を知る 

③保育士の助言にそって、クラスの子どもへの遊びや話しかけができる 

保育実習の前に、学生には乳幼児と接する時の安全や事故防止などの注意事項、自分の

健康状態のチェック、保育実習での服装等のオリエンテーションを実施する。 

実際には、４セメスターの講義の 4 コマを使用して、1 日間（9：00～16：00）の実習を

行っている。実習では、保育所で受け持ちクラスを決め、1 クラス 1 名の学生が受け持ち

クラスの乳幼児の世話や遊びを、保育士の指導のもとに実践する。 

 

３）保育実習での学習効果 

保育実習での学習効果は、豊中保育所と「たけのこ保育園」で実習した学生 82 名の実習

レポートの記載事項の分析を行い、評価した。 

乳幼児の成長発達に関して、100%の学生が乳幼児の成長発達について記載し、認知的側

面 88%、対人関係 78%、生活行動 78%の記載があり、1 日間の短い実習ではあるが、講義

のすぐ後に乳幼児と接することから、乳幼児の成長発達について十分理解できたと思われ

る。 
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保育の実際では、96%の学生が記載しており、生活行動への援助 88%、認知・運動機能

への援助 79%の記載であった。保育の専門家である保育士が、乳幼児にどのように働きか

けているかを実際にみることで、子どもの発達段階や個性に応じてどのように対応する必

要があるのかを学ぶことができたと思われる。 
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３．仕事・学業と出産・育児・介護等との両立の推進 

 

３－１．研究支援員制度 

 

（１） 研究支援員制度の趣旨 

 

 研究支援員制度は、育児や介護等を理由に研究を断念することなくキャリア形成を継続

するために、大学院修了者・在学生や学部卒業生・在学生を「研究支援員」として雇用・

配置し、本制度を利用する研究者の研究支援を行うものである。「研究支援員」は、大学院

修了者を派遣する「支援研究者」と、大学院生や学部学生・卒業生を派遣する「研究補助

員」の２種類がある。 

 本制度と同様の制度は、多くの大学で実施されてきているが、大阪大学における研究支

援員制度の特色は、研究支援のみならず“次世代に繋ぐ研究者サポート連鎖”の形成を目

指しているところにある。 

 本制度の利用者である研究者は、研究支援員から支援を受ける一方で、研究支援員に対

し身近なロールモデル、メンターとしての役割を果たすことが期待されている。また、研

究支援員にとっては、制度利用者である研究者のもとで研究支援を行うことが、ＯＪＴの

効果を持ち、将来研究者となるなどの未来の自分をイメージしていくことが期待される。 
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このように、研究支援による研究と育児・介護との両立とともに、次世代の人材育成を

前面に打ち出していることが本制度の特色であり、利用者である研究者のサポートを行う

研究支援員が将来研究者となり、本制度の利用者としてサポートを受ける側になるという

「サポート連鎖」を形成することを目指している制度である。 

 本制度は、このような仕組みを通じて、多様な人材の活用の理念の実現、さらには大阪

大学の教育研究基盤の発展、大学全体の活性化に資することを最終的な目的としている。 

 

 

（２）研究支援員制度の経緯 

 研究支援員制度は、「女性研究者支援モデル育成支援事業」（平成 19 年度～21 年度）にお

ける経費により、平成 19 年度の秋から開始した。平成 21 年度までは、「女性研究者支援モ

デル育成支援事業」による経費で研究支援員の雇用経費を賄っていたが、平成 22 年度から

は、大阪大学独自の予算で継続することとなった。平成 22 年度・23 年度予算については全

学強化経費として、所要経費を確保した。また平成 24 年度については教育研究等重点推進

経費として、大学独自予算で所要経費を確保している。 

本制度について、平成 22 年度に向けて次のような改革を行った。これらの改革は、「女

性研究支援モデル育成支援事業」の本学プログラム「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連

鎖の形成」の実施中に行ったアンケート調査や、研究支援員制度利用者へのアンケート調

査などに基づいて立案された。 

 

 改革の骨子： 

① 支援対象者を男性の研究者にも広げる。 

（なお、文系の研究者については、「女性研究支援モデル育成支援事業」実施期間（平

成 19 年度～21 年度）中は同事業経費ではなく別途大学独自財源で対応していたが、平成

22 年度以降は、男性研究者・文系研究者ともに大学独自財源で支援することとなった。） 

② 支援期間を 1 年単位とする（研究支援員制度利用者、研究支援員とも）。 

③ 利用者選考の基準を明確にし、公開する。 

 

 これらの方針に基づき、新しい運用規定を策定し、平成 22 年度募集分から適用した。 

 その後、状況に対応して運用規定を４回にわたり改正してきた。改正の時期と内容は以

下のとおりである。 

平成 22 年 7 月には、研究補助員の１期を１年から半年に変更した。平成 22 年度当初か

ら支援期間を 1 年単位としたが、これは制度利用者から「半年ごとの審査では安定した研

究計画が立てられないし、支援員にとっても身分が不安定で良くない。」との意見が多く寄

せられたことを勘案したものであった。しかし実施してみると、研究支援員のうち研究補
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助員はほとんどが学生であり、年度前期と後期とで授業受講状況や論文作成等の事情がか

なり異なることが分かったため、研究補助員については半年単位に戻すことにした。また、

研究支援員制度利用者、研究支援員の採用決定者を、多様な人材活用推進本部から男女共

同参画推進オフィスに変更し、運営の効率化を図った。また、規定の文言整理を併せて行

った。 

 平成 23 年 1 月には、研究支援員制度による支援期間中に長期にわたる出張や留学等を行

った場合には、当該期間中が制度の利用対象とならない旨の規定を追加した。 

 平成 23 年 6 月には、本制度の利用申請・応募の資格として、本制度による支援が通算 5

年以内の者とし、選考に当たっては、本制度による支援が通算 3 年以内の者を優先する旨

の規定等を追加した。また、運用規定の文言の整理を行った。 

 平成 24 年 1 月には、選考に当たっての面接を省略できる場合の規定を追加した。具体的

には、継続利用申請時における制度利用者及び研究支援員（当該制度利用者の直近の研究

支援員と同一の者である場合に限る。）の面接を省略できるとするものである。 

 平成 24 年 4 月には、従来の運用規定である「大阪大学『研究支援員制度』に係る運用に 

ついて」に替えて、運用規定の内容について一層の整備を行う趣旨から、「大阪大学研究支

援員制度実施要項」及び「大阪大学研究支援員制度実施細則」を策定し、平成 24 年 4 月 1

日から施行している。 

 同実施要項においては、本制度を利用者である研究者が利用できる期間は、原則として

支援研究者利用者は年度を単位とした 1 年間、研究補助員利用者は 4 月から 9 月又は 10 月

から 3 月としていたが、同要項を一部改正して、研究補助員利用者の利用期間についても

年度を単位とする 1 年間として、より安定し効率的な運用となるようにした。本改正は平

成 25 年 4 月 1 日から施行することとしている。 

 研究支援員制度については、以上のほかにも下記のような運用や広報の改善に引き続き

努めてきている。 

 募集方法については、平成 22 年度からは、それまでの募集方法に加えて、Ｏ＋ＰＵＳに

おける募集も開始した。 

平成 23 年度からは、新規に採用される研究支援員の全員に対し、研究支援員制度の趣旨

の説明や質疑等を通じて、研究支援員の役割や心得を理解してもらい、意識啓発を図るた

め、「研究支援員ガイダンス」を実施している。 

平成 24 年度については、利用者・研究支援員双方が研究支援員制度への理解をより深め

るため、「研究支援員制度Ｑ＆Ａ」を配付したほか、研究支援員ガイダンスにおいても、参

加者の横のつながりができるようなプログラム構成に改善した。 
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大阪大学研究支援員制度実施要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、大阪大学研究支援員制度（以下「支援員制度」という。）について、

その実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 支援員制度は、大阪大学に在職する研究者等が、出産、育児、介護を理由に研究

を断念することなくキャリア形成を継続するために支援を受けること、また、当該研究

者等が研究者を志す者又は本学に在籍する学生に対して、身近なロールモデルとして交

流の機会を提供し、メンターとしての訓練及び啓発を行うことにより、次世代に繋ぐサ

ポート連鎖を形成することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要項において「利用者」とは、出産、育児又は介護によって、十分な研究の

時間が確保できず、キャリア継続のための支援を必要とする者として男女共同参画推進

オフィス会議（以下「オフィス会議」という。）に認められたもので、支援員制度を利用

する期間において、本学に在職する教員又は研究員（日本学術振興会特別研究員を含む。）

をいう。ただし、大学院に在籍する者は、研究員の身分を持っている場合でも、支援員

制度の利用の対象にはならない。 

2 この要項において「支援員」とは、前項における「利用者」を支援する者で、次の各号

のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 支援研究者 博士後期課程（博士課程）、博士前期課程（修士課程）修了者 

 (2) 研究補助員 本学の博士後期課程（博士課程）、博士前期課程（修士課程）に在籍又

は本学の学部を卒業若しくは在籍している者 

 

 （利用者の条件） 

第４条 支援員制度の利用者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、支援が必要で

あるとオフィス会議が認めたものとする。 

(1) 出産を控え、母子手帳を取得している者（産前及び産後休暇、又は育児休業中の者

を除く。） 

(2) 小学校６年生までの子を養育する者 

(3) 地方自治体から要介護認定を受けている実父母又は義父母を主として介護する者

（介護休業中の者を除く。） 

(4) その他、特に支援の必要があると認める者 
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（利用期間等） 

第５条 利用者が支援員制度を利用することができる期間は、原則として、年度を単位と

した 1 年間とする。ただし、別に定めるところにより、継続して利用することができる

ものとする。 

2 利用者が支援員制度利用期間中に、長期にわたる出張や研修等により大学で勤務しない

場合には、当該出張等の期間は、特段の事情がない限り、利用者になることができない。 

3 利用者が支援員制度利用期間中に、前条各号の条件を満たさないこととなった場合は、

利用を終了するものとする。 

 

（利用申請） 

第６条 支援員制度の利用を申請する教員又は研究員（以下「申請者」という。）は、所属

する研究室等の上司の許可を得た上で、オフィス会議が別に定める書類を、指定する期

間内に男女共同参画推進オフィス室長宛親展により提出しなければならない。 

 

（利用者の選考） 

第７条 申請者から書類の提出があった場合は、オフィス会議において選考により利用者

を決定する。 

2 前項の選考は、別に定める基準に基づき、書類選考及び面接により行う。 

3 継続して申請を行う利用者については、特段の事情がない限り、書類選考のみとするこ

とができる。 

 

（利用者の採択通知） 

第８条 男女共同参画推進オフィス室長は、選考の結果、採択した申請者に対して、採択

の通知に併せて、支援研究者又は研究補助員の別及び研究支援時間数の通知を行う。 

 

（利用者の責務） 

第９条 利用者は、次の各号に掲げる事項を責務とする。 

(1) 支援員からの研究支援を受けるとともに、メンターとして指導・助言を行うこと 

 (2) 支援員制度利用期間終了後速やかに、オフィス会議に報告書を提出すること 

 

（利用者の遵守事項） 

第１０条 利用者は、次の各号について遵守しなければならない。 

(1) 利用者の研究支援以外の業務に、支援員を就かせないこと 

(2) 原則として、利用者が監督できる時間以外に、支援員を業務に就かせないこと 

(3) その他オフィス会議が定める事項 
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（支援員の選考等） 

第１１条 支援員として雇用されることを希望する者は、指導教員の許可を得た上で、別

に定める登録申請書をオフィス会議に提出し、予め研究支援人材バンクに登録しなけれ

ばならない。 

2 オフィス会議は、研究支援人材バンク登録者の中から、予め利用者とのマッチングを行

った上で、別に定める基準により、申請書類及び面接による選考を行い、支援員を決定

するものとする。 

3 採択通知を受けた者は、オフィス会議に雇用関係書類を提出し、雇用契約を締結しなけ

ればならない。 

4 支援員として雇用される期間は、原則として、支援研究者は年度を単位とした 1 年間、

研究補助員は４月から９月又は１０月から３月の半年間を上限とした期間とする。ただ

し、継続して雇用されることがある。 

5 継続して雇用される者については、特段の事情がない限り、書類選考のみとすることが

できる。 

 

（支援員の職名） 

第１２条 支援員は、次の各号に掲げる職名により雇用する。 

(1) 支援研究者 特任研究員 

(2) 研究補助員 技術補佐員又は技術補佐員Ｓ 

 

（支援員の時間給等） 

第１３条 支援研究者及び研究補助員の勤務時間数及び時間給額については、業務内容に

応じてオフィス会議が決定する。 

 

（支援員の責務） 

第１４条 支援員は、次の各号に掲げる事項を責務とする。 

(1) 利用者の研究について、利用者の指示・監督のもと、研究支援を行うこと 

 (2) 雇用期間終了後速やかに、オフィス会議へ報告書を提出すること 

 

（事務） 

第１５条 支援員制度に関する事務は、男女共同参画推進オフィスで行う。 

 

（雑則） 

第１６条 この要項に定めるもののほか、支援員制度に関し必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

この要項は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 
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大阪大学研究支援員制度実施細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、大阪大学研究支援員制度実施要項（以下「要項」という。）第１６条

の規定に基づき、実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用期間等） 

第２条 要項第５条に規定する継続して利用することができる期間は、通算して５年以内

とする。 

2 前項に定める期間には、利用者として採択された期間であり、支援員が雇用されていな

い期間を含むものとする。 

 

（利用申請書） 

第３条 要項第６条に規定する利用申請書は、様式１のとおりとする。 

 

（利用者の選考基準） 

第４条 要項第７条第２項に規定する選考基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 出産、育児又は介護によって、研究時間を制限されることが客観的に明らかな者 

(2) 支援員の活動内容が具体的であり、サポート連鎖の効果が見込まれる者 

(3) 支援員の雇用経費について、他の資金による代替の可能性が低い者 

(4) 支援員制度の利用期間が通算して３年以内の者 

2 前項第４号の規定にかかわらず、第１号から４号による必要性が高い者については、総

合的に勘案して選考することがある。 

 

（支援員の登録申請書類） 

第５条 要項第１１条第１項に定める登録申請書は、様式２のとおりとする。 

 

（支援員の選考基準） 

第６条 要項第１１条第２項に規定する選考基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 利用者と同じ研究分野又は関連分野の者で、サポート連鎖の効果が見込まれるもの 

(2) 在籍中の者については、履修登録科目と重複しない時間帯に従事が可能な者であり、

その本分に支障がないもの 

(3) 利用者と同じ研究室に属していない者 

 (4) 学部最終年次及び大学院に在籍する者については、卒業論文等の作成に差し支えの 

ないもの 
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（事務組織） 

第７条 要項第１５条に規定する男女共同参画推進オフィスで行う事務は次の各号に掲げ

るとおりとする。 

(1) 利用者の募集、選考及び支援員のマッチングに係る事務手続き 

(2) 支援員の雇用手続き 

(3)  支援員の給与支給に係る勤務時間報告 

(4) 利用者及び支援員から提出された報告書の検証作業 

(5) 研究支援人材バンクの管理運営事務 

(6) その他要項に規定する関連事務 

 

（雑則） 

第８条 この細則に定めるもののほか、支援員制度の運用に関して必要な事項は、大阪大

学男女共同参画推進オフィス室長が別に定める。 

 

附 則 

この細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

  



67 

 

 

 

【様式１】

学内連絡先

利用予定期間

希望する研究支援員
の種別

希望する研究支援時間
※土日祝は支援不可

研究支援員候補の有無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　週　　　　　　　時間

 「研究支援員制度」利用申請書

　　　　□有　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

　週　　　　　　　　時間
雇用形態、勤務形態

（非常勤研究者のみ記入）

　平成　　　年　　　月　　　日　　～　　平成　　　年　　　月　　　日

所属部局
研究室

（研究室責任者氏名）

「人材バンク」登録番号ふりがな

氏　　名：

申請者について参考意見を求めう

る方1名とその所属・連絡先 氏名：
連絡先：

所　 属：

ｅ-ｍａｉｌ：

受付番号：　　　　　　　　　　　　（「オフィス」で記載）

注）　研究支援員候補がいる場合は、「人材バンク」登録後交付される登録番号を必ず記載すること

□後期課程修了
□前期課程修了
□後期課程在学生　（　　　年　　　月修了見込）
□前期課程在学生　（　　　年　　　月修了見込）
□学部卒業生（　　　　　年卒業）
□学部在学生（現在　　　　年生）

＊候補「有」の場合に記入
すること

研究支援員候補の氏名、
選定理由　等

 □支援研究者（大学院修了者・修了見込者※、30時間以内/週）
 □研究補助員（大学院在学生、学部卒業生・在学生、10時間以内/週）
　　※修了見込者は支援開始時に修了していること

平成　　　年　　　　月　　　　日

男女共同参画推進オフィス室長　殿

出産・育児・介護等に伴う「研究支援員制度」の利用を次のとおり、（　□新規　　□継続　）申請します。

申請者氏名

F　A　X　：

電話番号：

（任期付きの場合：　　　　　年　　　　月　まで）
職名

（ふりがな）
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１．「研究支援員制度」の利用理由

注）　申請者の保育・育児・介護に関する現状（出産予定日、妊娠状況、子どもの人数、年齢、保育所入所の有無、要
介護者の年齢・続柄、認定の要介護度、要介護認定期間、施設利用状況、その他）、研究の現状、研究に生じる困難
等を説明し、研究支援員を雇用する必要性を具体的に記入してください。

注）育児、介護休業の申請予定等、その他特記すべき事項があれば、記入して下さい。

２．「研究支援員制度」の利用計画

注）　研究支援員（支援研究者・研究補助員）をどのように利用するのか、目的や業務内容、頻度、勤務予定時間等に
ついて具体的に記入してください。研究支援を希望する必要性・重要性等も説明してください。なお、業務内容は、子
どもの世話や介護および事務ではなく、申請者の研究に関するものであるようにして下さい。

３．その他
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年齢 性別

学位区分

平成　　　年　　　月　　　日現在

取得大学 専門分野

受付番号：　　　　　　　　（「オフィス」で記載）

（ふりがな）

大学名

申請者氏名

 「研究支援員制度」利用申請書

学部・学科・コース

研究科・専攻・課程

大学

大学院

大学名

著書、学術論文、その他（総説・報告書・学会報告等）に分類して年代順に記載すること（過去5年間）。著者名は全員
挙げ、本人名にアンダーラインを引くこと。

学位
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著書、学術論文、その他（総説・報告書・学会報告等）に分類して年代順に記載すること（過去5年間）。著者名は全員
挙げ、本人名にアンダーラインを引くこと。



71 

 

 

研究支援必要度 評価項目 

氏名               

１．生活面  

＜家庭状況（必須）＞ 

申請者の状況 障害者手帳保有*1 治療中*2 健康 

配偶者等      なし 別居（単身赴任含む） 同居 

配偶者等の状況 入院中*2 自宅療養中*2 健康 

① ＜育児＞ 子供がいる場合に記入 

子の状況 （続柄      ） 就学前*3 小学生*3 中学生以上 

子の状況 （続柄      ） 就学前*3 小学生*3 中学生以上 

子の状況 （続柄      ） 就学前*3 小学生*3 中学生以上 

主たる育児者 申請者 分担 配偶者・親など 

配偶者等を含む他者からの育児支援 なし 時々あり あり 

② ＜介護＞ 対象者がいる場合に記入 

対象者の状況 （続柄      ） 要介護*4 要支援*4 施設等入院中 

対象者の状況 （続柄      ） 要介護*4 要支援*4 施設等入院中 

主たる介護者 申請者 分担 配偶者その他 

配偶者等を含む他者からの介護支援 なし 時々あり あり 

 

２．研究面 

研究費            （名称          ）    研究代表者*5 研究分担者*5 連携研究者 

研究費            （名称          ）    研究代表者*5 研究分担者*5 連携研究者 

自費或は研究費による補助員の雇用 不可 可能 

研究費名称：科学研究費補助金若手Ａ、民間からの受託研究 等 

    ○継続課題、◎申請中のものに区分して印をつけ、行は適宜追加してください 

３．その他特記事項（記述式） 

 

 

 

該当する場合は、下記書類を提出すること。 
*1 障害者手帳の写し 
*2 入院や疾病状況を証明、あるいは説明できるもの（診療費の領収書等） 
*3 ※新規申請で該当する場合 

出産：母子健康手帳若しくは妊娠届の写し 

育児：子どもの年齢を証明できるもの（健康保険証、住民票の写し等） 
*4 介護：市町村による要介護若しくは要支援の認定を証明できるもの（介護保険被保険者証の写し等） 

*5 競争的資金等交付のための申請書の概要及び採択通知 
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【様式２】

※今年度大学院修了見込者で、修了後に研究支援を希望する場合のみ、この様式で申請して下さい

性別 生年月日

大学： 大学：

学部： 学部：

学科： 学科：

コース： コース：

卒業年： 卒業年：

大学： 大学：

研究科： 研究科：

専攻： 専攻：

課程： 課程：

修了時期： 修了時期：

学位： 学位：

取得大学： 取得大学：

専攻分野： 専攻分野：

論文題目： 論文題目：

希望する研究支援員
の種別

希望する研究支援時間
※土日祝は勤務不可

応募理由

備考

利用申請者の有無

大阪大学での勤務経験の
有無

大学院

　　　年　　　月修了・修了見込 　　年　 　月修了・修了見込

学位

利用申請者の氏名 利用申請者の所属部局

　　　□有　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

　　　□有（勤務場所：　　　　　　　　　　　職名（TA・技術補佐員等）：
　　　　　　 雇用された時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□無

例）主な研究内容・スキルなど：

＊利用申請者候補「有」
の場合に記入すること

連絡先

携帯番号：

携帯メールアドレス：

パソコンメールアドレス：

 □支援研究者（大学院修了者・修了見込者、30時間以内/週）

　週　　　　時間　　（週30時間以内）

大学

　　　　　 年　　　　月　　　日　（　　　歳）

受付番号：　　　　　　　（「オフィス」で記載）

「研究支援員制度」人材バンク登録申請書 （大学院修了者・修了見込者用※）

平成　　　年　　　　月　　　　日

申請者氏名
（ふりがな）
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※今年度大学院修了見込者が、修了後に研究支援を希望する場合は

「大学院修了者・大学院修了見込者用」の様式で申請してください

性別 生年月日

希望する研究支援員
の種別

希望する研究支援時間
※土日祝は勤務不可

応募理由

備考

利用申請者の有無

大阪大学での勤務経験の
有無

指導教員の承認の有無

例）主な研究内容・スキルなど：

　週　　　　時間　（週10時間以内）

携帯番号：

パソコンメールアドレス：

 □研究補助員（学部卒業生・在学生、10時間以内/週）
　　※大学院在学中は支援研究者に登録できません

携帯メールアドレス：

（ふりがな）

　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

専攻：

学部：

学科：

　　　□有　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

　　　□有　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

＊利用申請者候補「有」
の場合に記入すること

利用申請者の氏名 利用申請者の所属部局

　　　□有（勤務場所：　　　　　　　　　　　職名（TA・技術補佐員等）：
　　　　　　 雇用された時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□無

受付番号：　　　　　　　　（「オフィス」で記載）

現在の所属

研究科：

大学：

　

研究室：

「研究支援員制度」人材バンク登録申請書 （大学院生用）

平成　　　年　　　　月　　　　日

申請者氏名

卒業大学

コース：

課程：□M1　　□M2　　□D1　　□D2　　□D3　　　　（　　　年　　月現在）

研究室内線：

卒業年：

連絡先
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※大学院生は「大学院生用」の様式で申請してください

性別 生年月日

希望する研究支援員
の種別

希望する研究支援時間
※土日祝は勤務不可

応募理由

備考

利用申請者の有無

大阪大学での勤務経験の
有無

指導教員の承認の有無
（在学生のみ）

大学
学科：

コース：

卒業大学
（学部卒業生のみ記載）

大学：

学部：

学科：

コース：

卒業年：

受付番号：　　　　　　　　（「オフィス」で記載）

「研究支援員制度」人材バンク登録申請書  （学部生・学部卒業生用）

平成　　　年　　　　月　　　　日

申請者氏名
（ふりがな）

　

＊利用申請者候補「有」
の場合に記入すること

利用申請者の氏名 利用申請者の所属部局

連絡先

携帯番号：

携帯メールアドレス：

パソコンメールアドレス：

 □研究補助員（学部生・学部卒業生、10時間以内/週）

　　　□有（勤務場所：　　　　　　　　　　　職名（TA・技術補佐員等）：
　　　　　　 雇用された時期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　□無

　　　□有　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

例）主な学習内容・スキルなど：

　　　□有　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

　週　　　時間　（週10時間以内）

学部：

学年：学部　　　年生（　　　年　　月現在）



75 

 

 

（３）研究支援員制度の利用状況 

平成 24 年度の利用状況については、下記のとおりである。 

 

平成 24 年度第 I 期制度利用状況 

 利用申請者 24 名の中から 23 名を採択し、支援研究者 3 名、研究補助員 23 名を配置した。

（内、男性 3 名。内、文系 9 名） 

 

平成 24 年度第 II 期制度利用状況 

 利用申請者 26 名の中から 25 名を採択し、研究補助員 36 名を配置した。（内、男性 4 名。

内、文系 7 名） 

 

（研究支援員制度の利用申請者等数について 表）【平成 25年度戦略的経費予算要求資料】 

年度 
利用申請者

数 
採択者数 

支援研究者

数 

研究補助員

数 
備考 

平成 19年度第Ⅰ期 14(1) 13(1) 4 10(1)   

平成 20年度第Ⅰ期 21(2) 19(2) 5(1) 15(2)   

平成 20年度第Ⅱ期 24(4) 19(3) 6(1) 13(2)   

平成 21年度第Ⅰ期 24(4) 20(4) 4 16(4)   

平成 21年度第Ⅱ期 24(4) 23(4) 4 25(5)   

平成 22年度※ 33(6) 24(6) 3(1) 26(5) うち、男性 1名 

平成 23年度第Ⅰ期 25(5) 21(5) 2(1) 23(5) うち、男性 2名 

平成 23年度第Ⅱ期 27(7) 23(6) 1(1) 26(6) うち、男性 2名 

平成 24年度第Ⅰ期 24(9) 23(9) 3(2) 23(10) うち、男性 3名 

平成 24年度第Ⅱ期 26(7) 25(7) 0 29(10) うち、男性 4名 

合計 242(49) 210(47) 32(7) 206(50)   

 

第Ⅰ期：4 月 1 日～9 月 30 日 

（平成 19 年度第Ⅰ期は、11 月 1 日～3 月 31 日、平成 23 年度第Ⅰ期・平成 24 年度第Ⅰ

期の利用者に採択された者のうち、支援研究者を配置されたもの及び当該利用者に配置

する支援研究者の制度実施期間は、4 月 1 日～3 月 31 日） 

第Ⅱ期：10 月 1 日～3 月 31 日 

※平成 22 年度：4 月 1 日～3 月 31 日、追加募集採択者は 10 月 1 日～3 月 31 日。 

なお、当該年度から男性の研究者も制度利用が可能となった。    
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利用者の職名 19Ⅰ 20Ⅰ 20Ⅱ 21Ⅰ 21Ⅱ 22 23Ⅰ 23Ⅱ 24Ⅰ 24Ⅱ

教授 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0

准教授 2 3 4 3 3 7 6 7 8 8

特任准教授 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1

講師 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1

特任講師 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1

助教
6 7 6 7 7 6 3 4 4 7

特任助教
2 3 1 3 6 4 3 3 3 2

特任研究員
2 3 3 4 4 2 1 2 0 3

日本学術振興会

特別研究員RPD
0 1 3 1 2 2 2 2 2 2

合 計 13 19 19 20 23 24 21 23 23 25

研究支援員の身分 19Ⅰ 20Ⅰ 20Ⅱ 21Ⅰ 21Ⅱ 22 23Ⅰ 23Ⅱ 24Ⅰ 24Ⅱ

支
援
研
究
者

博士後期課程修了者 4 5 4 1 1 3 0 1 1 0

修士課程修了者 0 0 2 3 3 0 2 0 2 0

研
究
補
助
員

博士後期課程または
博士課程在学生

1 5 2 4 5 3 5 6 5 10

博士前期課程または
修士課程在学生

1 1 4 4 4 9 11 10 11 13

研究生 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1

学部在学生 8 8 6 7 15 13 7 14 6 11

学部卒業生 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

合 計 14 20 19 20 29 29 25 32 26 36
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（４）研究支援員制度利用者と研究支援員の研究成果等 

 研究支援員制度の利用者の成果としては、科学研究費補助金の採択や、日本学術振興会

特別研究員（ＲＰＤ）への採択、学内における昇進などの成果が上がっているほか、論文

や学会での発表が多数にのぼっている。 

 研究支援員（支援研究者）の成果としては、これまで論文や学会発表のほか、本学の特

任研究員や他大学の助教に採用されるなどの成果が上がっている。 

 

（研究支援員制度利用者と支援研究者の研究成果等について）    

 

 

  

年度 利用者数 学会発表数
発表論文

数
支援研究者

数
学会発表

数
発表論文

数
採用・就職

平成19年度第Ⅰ期 13 9 6 4 10 0
大阪大学特任研究員
1名

平成20年度第Ⅰ期 19 47 23 5 10 3 －

平成20年度第Ⅱ期 19 40 28 6 17 3
大阪大学特任研究員
に採用1名

平成21年度第Ⅰ期 20 74 66 4 3 3 他大学助教1名

他大学助教1名

大阪大学特任研究員
1名

3

平成23年度第Ⅰ期 21 28 57 2 - -

平成23年度第Ⅱ期 23 101 56 1 1 3

平成24年度第Ⅰ期 23 69 31 3 - -

合計 185 479 393 35 48 16 6

－

特任研究員（常勤）から
助教1名
日本学術振興会特別研
究員（RPD）1名

助教から講師1名

10

3

平成21年度第Ⅱ期

3 企業研究者1名助教から准教授1名

特任研究員（常勤）から
企業研究者1名

4 5 1
特任助教（常勤）から特
任准教授（常勤）1名

助教から特任准教授（常
勤）1名

2平成22年度 24 80 63

特任助教（常勤）から特
任准教授（常勤）1名

制度利用者 支援研究者

23 31 63

特任研究員から助教1名

採用・昇任

－

日本学術振興会特別研
究員（RPD）1名

－

特任講師（常勤）から准
教授1名
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（５）研究支援員制度利用者及び研究支援員の募集方法 

  平成 24 年度の募集に当たっては、下記のポスターを作成し、「多様な人材の活用」ホ

ームページや、学生用の学内ポータルサイトであるＫＯＡＮに掲載した。 

 

（平成 24 年度「研究支援員制度」利用者・研究支援員 募集ポスター） 

  

 

 

また、募集時には、学内の十数か所に大型ディスプレイを設置した全学大型ディスプレ

イシステムである「Ｏ＋ＰＵＳ（オーパス）」にも、下記のような画像等を流した。 

 

  

「研究支援員制度」は、出産・育児・介護で研究時間
が確保しにくい研究者の方々を支援するため、研究支援
員制度（平成24年度支援研究者及び平成24年度前期研究
補助員）の利用者を募集します。
支援を受けたい研究者の方はご応募ください。

もご利用できます。

<お申込み先・お問合せ先>
大阪大学 男女共同参画推進オフィス
場所：吹田地区本部福利厚生施設（レストラン匠の２階）
Tel ０６－６８７９－４４０５
Fax ０６－６８７９－４４０６
e-mail geoffice@office.osaka-u.ac.jp

（対 象）出産・育児・介護で研究時間が確保しにくい研究者で、
次世代人材育成に関心のある方

（支援内容）大学院修了者を「支援研究者」、
大学院在学生、学部卒業生・在学生を「研究補助員」
として雇用、配置します。

（支援期間）平成24年4月1日～平成25年3月31日（支援研究者）
平成24年4月1日～平成24年9月30日（研究補助員）

（募集期間）平成24年1月10日（火）～1月 日（火）

【期日厳守】

詳細は「大阪大学多様な人材活用推進本部」ＨＰをご覧ください。

<お申込み先・お問合せ先>
大阪大学 男女共同参画推進オフィス
場所：吹田地区本部福利厚生施設（レストラン匠の２階）
Tel ０６－６８７９－４４０５
Fax ０６－６８７９－４４０６
e-mail geoffice@office.osaka-u.ac.jp

「研究支援員制度」は、出産・育児・介護で研究時間が確保し
にくい研究者を支援するため、研究支援員を雇用するものです。
研究者の研究の実際を体験し、ロールモデルと身近に触れ合

うことができ、自らのキャリアや研究に活かすことができます。
研究者に対する研究支援を行う研究支援員（平成24年度支援

研究者及び平成24年度前期研究補助員）の登録を募集します。

【研究補助員（対象：大学院在学生、学部卒業生・在学生）】

（条 件）週10時間以内 時給1,062円

（支援期間）平成24年4月1日～平成24年9月30日

【支援研究者（対象：大学院修了者）】

（条 件）大学院前期課程修了者 週30時間以内 時給2,132円

大学院後期課程修了者 週30時間以内 時給2,326円

（支援期間）平成24年4月1日～平成25年3月31日

＊ 研究支援員になりたい方は、「研究支援員制度人材バンク」に
登録申請を行ってください。登録は、随時受け付けています。

詳細は、ＫＯＡＮまたは「大阪大学多様な人材活用推進本部」ＨＰを

ご覧ください。
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３－２．学内保育園の整備 

平成 20 年 4 月大阪大学運営として吹田地区に開園した「たけのこ保育園」は、建物を新

築した。続いて「まきば保育園」の建物を改修した。まきば保育園では 0～2 歳児クラス、

たけのこ保育園では 0～5 歳児クラスまで受け入れ、両園とも早朝保育（7：30～8：00）、

延長保育（18：00～20：00）、休日保育（土曜日、8：00～18：00）を実施した。さらに、

看護師の常駐により体調不調児の保育に備えると共に、栄養士を配置して独自の献立立案

に基づいた給食提供を実施している。 

さらに、平成 20 年 5 月に保育園に関する専用ホームページを開設した。ホームページに

は、総長メッセージ、運営理念・保育理念、保育基本方針、保育施設規程、保育園概要、

年間行事予定、申込方法、保護者の声、保育園 Q＆A などを掲載すると同時に、入園申し

込みをホームページから受け付けるようにした。ボランティア募集も行っている。

（http://www.hoikuen.osaka-u.ac.jp/index.html） 

 

 開園 2 年後の平成 21 年度末には、当初想定した人数より在園継続を希望する者が多いこ

とが分かり、従来のクラス体制ではやがて保育室が不足し、運営困難な状況となる恐れが

出てきた。そのため、平成 23 年度からは 0，1 歳児クラスをまきば保育園に、2〜5 歳児ク

ラスをたけのこ保育園に集約し、定員を 99 名から 125 名に増やして運営している。 

 一方、豊中地区においては、「のぞみ保育園」が廃園されて 10 年余経って、同地区にも

保育施設が必要であると認識されるようになり、多様な人材活用推進委員会では、その規

模や設置場所を検討した。平成 22 年度には、豊中部局長会議からの要望を受け、新園設置

が大学で承認され、予算が措置された。その設置に向けた具体的な検討は、豊中地区保育

施設検討ワーキングで行われ、定員規模と建設場所が保育施設運営委員会で決定された。

「まちかね保育園」と命名された新園は平成２４年８月末に竣工し、同年 10月に開園した。 

 

「まちかね保育園」オープニングセレモニーによるテープカット 

http://www.hoikuen.osaka-u.ac.jp/index.html
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学内３保育施設の園児定員・職員構成（平成 2４年度）は以下のとおりである。 

 ・「まきば保育園」園児定員 

     0 歳児：25 名、1 歳児：20 名 （合計 45 名） 

・「たけのこ保育園」園児定員 

     2 歳児：20 名、3 歳児：20 名、4 歳児：20 名、5 歳児：20 名 （合計 80 名） 

 ・「まちかね保育園」園児定員 

    0 歳児：10 名、1 歳児：10 名、2 歳児：10 名、3 歳児：10 名、4 歳児：10 名、 

      5 歳児：10 名 （合計 60 名） 

・「たけのこ保育園」職員構成 

園長、主任、保育士、栄養士、調理師、看護師、事務職員 

・「まきば保育園」職員構成 

  園長、主任、保育士（調理師、看護師、事務職員はたけのこ保育園と兼任） 

・「まちかね保育園」職員構成 

  園長、主任、保育士、栄養士、調理師、看護師、事務職員 

 

 

また、園児の健康を管理するために、年２回の内科健診を医学部附属病院（まきば及び

たけのこ保育園）あるいは地域の医療法人医院（まちかね保育園）と連携し、年 1 回の歯

科健診を歯学部附属病院との連携により実施している。これらに加えて、園児の心身の発

達について保護者が日常心配なことを相談でき、専門医（嘱託医の医学部教授）からアド

バイスを受けられる「すくすく相談会」を 2，3 ヶ月に 1 度の頻度で実施している。この会

では、まきば及びたけのこ保育園児の母親が、子供の発達状況について気になる点を専門

医に説明し、園児のクラス担任と園長が保育園において感じていることをそれに加えるこ

とにより、要点を具体化して意見交換・相談を行っている。新設のまちかね保育園でも、

その保育園の嘱託医に相談できるよう体制を整えた。 

 

 「たけのこ保育園」        
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「まきば保育園」 

 

 

 「まちかね保育園」 

 

 

 

学内保育園では、本学学生による保育園ボランティアの募集を 2009 年 10 月よりホ

ームページ上で開始した。活動内容は散歩の付き添い、園内での遊び相手、各種行事（七

夕まつり、運動会、クリスマス会等）の準備と参加、園内の環境美化などである。 

これまでに、医学部及び歯学部学生の合奏サークル 12 名及び人間科学部学生 2 名から

ボランティアの申し込みがあった。合奏サークルの学生達は平成 21 年以降のクリスマス

の日に、たけのこ保育園でその日にちなんだ音楽のミニコンサートを行ってきた。また、

人間科学部学生は各々が平成 23 年度に週 1 回（講義の無い時間帯に）園児達の遊び相手

として活動した。24 年度にも 1名が活動を続けている。今後、ますますボランティア希

望学生が増えることを期待している。 
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次世代育成支援対策推進法では、事業主
は、従業員の子育て支援のための行動計
画を策定・実施し、その結果が一定の要件
を満たす場合に、厚生労働大臣の認定を受
けることができることになっています。

大阪大学では平成１７年４月に策定した
一般事業主行動計画において、特に育児・
介護支援対策を実施し、行動計画に定めた
目標を達成しました。

このことにより厚生労働省が定める認定
基準も達成したことから、「基準適合一般事
業主」に認定されました。

認定をうけた事業主はその旨を示す表示
「くるみん」を求人広告や名刺、封筒などに
つけることができます。

大 阪 大 学 が

2010年6月認定マーク「くるみん」

一般事業主行動計画 平成22年4月1日から平成27年3月31日

目標① 育児休業取得者に対して、「次世代育成支援に関する手引き」
を配布する。

〈対策〉平成22年4月以降 検討開始
平成23年4月以降 手引きを配布。

目標② 教職員が利用できる搾乳スペースの確保について、可能な部署から
順次これを行う。

〈対策〉平成22年4月以降 検討開始し、可能な部署から順次措置する。
目標③ 男女共同参画推進に関するセミナー、講演会 シンポジウム等を

実施する。
〈対策〉平成22年4月以降 年度ごとに検討し、可能なものについて実施する。

「くるみん」は厚生労働省の一般公募により決定
したマークで、赤ちゃんが大事に包まれる「おくる
み」と、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で子供の育成
に取り組もうという意味が込められています。

男女共同参画推進オフィス

 ３－３．育児・介護休暇の取得のための環境整備などの取組 

 

（１）「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画 

 本学においては、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を、平成 17 年

4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日の 5 年間を計画期間として、平成 17 年 3 月 22 日に策定、

届け出を行った。 

 （同計画の内容） 

   目標① 休暇請求自由の拡大を行い、1 日又は 1 時間単位で取得を可能とする。 

       （入退院の付添い以外に出産時や入院中の付添い等も認める。） 

   目標② 男性職員の育児参加のための休暇を新設する。 

       （産前産後休暇期間中に5日以内。1日又は1時間単位で取得を可能とする。） 

   目標③ 介護休暇が請求しやすくするため、請求期限の緩和を行う。 

   目標④ 男性も育児休業が取得しやすいように促進のための周知を行う。 

   目標⑤ 育児・介護を行う職員が、フルタイムで働きながら家庭責任を果たすこと 

を支援するため、早出遅出の始業・終業時刻の勤務ができる制度を導入する。 

      目標⑥ すでに導入している子の看護のための休暇を取得しやすくするため、取得 

方法の弾力化を行う。 

 （1 日又は 1 時間単位で取得を可能とする。） 

 

 これらの目標に対して、様々な制度改正等を行い、「基準適合一般事業主」（“くるみん”）

の認定申請を行い、平成 22 年 6 月に認定された。大阪労働局管内では、公立・私立大学を

含めて大学として初めての「くるみん」認定となった。 
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 また、平成 22 年度からの 5 年間を計画期間とする次期一般事業主行動計画を平成 22 年

2 月に策定し、3 月に大阪労働局に届け出を行い、現在実施中である。 

  （同計画の内容） 

   目標① 育児休業取得者に対して、「次世代育成支援に関する手引き」を配付する。 

         目標② 教職員が利用できる搾乳スペースの確保について、可能な部署から順次こ     

れを行う。 

   目標③ 男女共同参画に関するセミナー、講演会、シンポジウム等を開催する。 

 

（２）次世代育成支援に関する手引き 

 次世代育成支援対策推進法の趣旨、本学の一般事業主行動計画の内容と実施した措置、

本学の教職員に対する仕事と子育ての両立支援のため、妊娠・出産・育児期間を通じて利

用できる諸制度等を分かりやすくまとめ、説明・解説した「次世代育成支援に関する手引

き」を平成 21 年 3 月に作成した。多様な人材活用推進本部ホームページ（平成 23 年 3 月

末まで）及び「多様な人材の活用」ホームページ（平成 24 年 4 月～）等において学内専用

として掲載して周知を図ってきた。 

  

（３）育児・介護休業法の改正に伴う就業規則等の一部改正 

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（育児・介

護休業法）の改正に伴って、平成 22 年 6 月 30 日から、育児休業の適用拡大や子の看護休

暇の拡大などを内容とする、本学の就業規則等の一部改正が行われた。 

 これらの改正点について教職員の理解を進めるため、パンフレット「改正育児・介護休

業法施行に伴う制度改正について（お知らせ）」を平成 22 年 6 月に作成し、「多様な人材活

用推進本部ホームページ」等において周知を図っている。 

 

（４）長期履修制度 

平成 22 年 3 月に「多様な人材活用推進委員会」から各研究科に対して、長期履修制度の 

導入促進について要望を行った。 

その後の長期履修生の人数は、平成 22 年度は 25 名（文学研究科 7 名、人間科学研究科

12 名、医学系研究科（保健学科）5 名、言語文化研究科（言語社会専攻）1 名）、平成 23

年度は 39 名（文学研究科 9 名、人間科学研究科 12 名、医学系研究科（保健学科）4 名、

工学研究科 2 名、基礎工学研究科 1 名、言語文化研究科（言語文化専攻）2 名、（言語社会

専攻）5 名、国際公共政策研究科 3 名、情報科学研究科 1 名）、平成 24 年度は 29 名（文学

研究科 6 名、人間科学研究科 13 名、医学系研究科（保健学科）3 名、言語文化研究科（言

語社会専攻）3 名、国際公共政策研究科 3 名、情報科学研究科 1 名）となっている。 

 

 一方、多様な人材活用推進本部長から各研究科に対し、平成 23 年 2 月に、長期履修制度 
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の進捗状況について調査を行った。その結果、調査対象の 16 部局のうち、導入済みが 7 部

局、検討中が 6 部局であった。それ以降の進捗状況を最近（平成 24 年 1 月 31 日現在）の

結果をみると、平成 24 年度から実施とする部局を含め、11 部局が長期履修制度を導入済み

または導入することとしている。 

 

（５）育児休業・介護休業の弾力的運用の検討 

両立可能な勤務体制を構築するために、育児休業・介護休業の弾力的運用に関するシス

テム改革を実現した。具体的には、教員についても、育児休業・介護休業の部分休業的な

取得を可能とした。 

教員及び特任研究員（常勤）は裁量労働制であるため、勤務時間数で測れない業務を切

り分けすること等の課題が存在したが、これらの課題の対応策の一つとして、裁量労働制

である教職員に短時間勤務を可能とすることについて平成 22 年 3 月 30 日に過半数代表

者と労使協定を締結した。これにより、休業をして完全に研究から遠ざかるのではなく、

業務を一部軽減することで、休むことなく現場で仕事を続けることが、平成 22 年 4 月 1 日

より可能となった。これは、全く発想を変えた新たな制度であり、今後制度を周知徹底さ

せる必要がある。 
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 ３－４．仕事の効率化への取組 

 

 大阪大学におけるワーク・ライフ・バランス推進のための施策として、基本計画におい

ては、「業務の見直し・改善等による仕事の効率化への取り組みを促進する」こととなって

いる。 

 平成 24 年 10 月から 11 月に実施した「大阪大学男女共同参画推進基本計画の推進に関す

る部局アンケート」において、業務の見直し・改善等による仕事の効率化について、各部

局において行われている工夫や、今後実施予定の取組について各部局に尋ねた。各部局か

らの回答として、アンケートに例示した「午後 5 時以降および休日の会議開催の原則中止」

のほか、超過勤務の削減、定時退庁日の設定、委員会のミッション見直しや統廃合の検討、

会議回数の削減、会議開催通知に終了時刻を明記、休暇取得の推奨、ワーキング・グルー

プの設置などがあり、様々な取組が行われていることが分かった。 

 これらの取組のうち、効果的と思われる事例については部局通知において例示・紹介し

て全学に周知し、取組を一層拡大していくことを依頼した。 
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４．男女共同参画推進に関わる就業・修学環境の整備 

  

４－１．相談体制の構築 

 

 相談体制の構築については、基本計画において、「キャリアプランや育児・介護との両立

に関する相談機能を充実する」ことを記載している。 

具体的な取組については、男女共同参画推進オフィスのワーク・ライフ・バランス検討

ＷＧにおいて検討を行い、その結果、まず相談窓口についての情報提供の整理・充実を行

うこととなった。具体的には、大阪大学ＨＰ「多様な人材の活用」内に、育児・介護など

の相談をどこにすればよいのかの情報を整理して、「相談窓口案内」を新設した。現在は、

大阪府や北摂地域の自治体の窓口案内を掲載しており、順次拡大していく予定である。 

 メンター制度については、ニーズを調査した上で検討を進めることとなった。平成 24 年

度の研究支援員制度の利用者・研究支援員に対するアンケートや、大阪大学男女共同参画

シンポジウムや男女共同参画セミナーの参加者に対するアンケートに、メンターに関する

２つの質問（「１．経験豊かな先輩に、様々な相談をし、指導や助言を受けることができる

メンター制度を本学で導入した場合、利用したいと思いますか。」「２．（１．の質問に「は

い」と答えた方に対し）メンターにどんな内容の相談がしたいですか。」を設け調査した。

その結果、教員については、約 3 割の回答者がメンター制度の導入があれば利用したいと

回答した。相談内容については、教員からは、子育てや介護と研究・教育の両立について、

具体的体験談やバランスを取る考え方や工夫、情報の相談が多く、研究キャリア継続や学

生への指導方法の相談の回答もあった。以上のアンケート結果を踏まえて、ワーク・ライ

フ・バランス検討ＷＧにおいて、メンター制度の導入やその具体的内容についてさらに検

討しているところである。 

 そのほか、相談機能として定期的な相談室やカウンセラー相談員の設置が考えられるが、

実際の利用者数の予想や予算措置が課題であり、慎重な検討が必要となっている。 
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 ４－２．女性教職員への支援 

（１）妊婦健診・サポート外来予約支援、電動さく乳器のレンタル 

ワーク・ライフ・バランスの実現を支援するため、男女共同参画推進オフィスでは、医

学部附属病院保健医療福祉ネットワーク部と連携のもと、大阪大学医学部附属病院の産科

婦人科における妊婦健診や外来診療の予約支援を実施している。 

平成 24 年度には、事業の課題を洗い出し支援策を検討するため、これまでの予約支援利

用者を対象にアンケートを実施した。アンケートでは、「研究や業務の短い時間を利用して

受診できたので、大変助かりました。」「毎回違う先生の診察ではなく、同じ先生に診察し

ていただけることが良かったです。」「待ち時間の短縮により、ストレスや仕事への影響も

ほとんどなく快適な妊娠期を過ごせました。」といった感想が寄せられ、概ね好評であった。 

また、これまでに問い合わせのあった事項を明記するなど、より分かりやすい内容にポ

スターを変更し、制度の周知徹底を図るべく再度部局に通知した。さらに、セミナー・シ

ンポジウムでのチラシ配付、利用者の声のＨＰ掲載など、広報に努めた。 
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 また、男女共同参画推進オフィスでは、平成 22 年度より電動さく乳器のレンタルを開始

した。大学としては初めての試みである。これまで年間 3 名程度の利用があり、平成 24 年

度も平成 25 年 2 月現在で 3 名の利用があった。毎年度利用者に対してアンケートを取って

いるが、利用者からは「使いやすい」「経済的にも助かる」など概ね高い評価をいただいて

いる。 
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５．外部機関・セクターとの連携・交流 

 

 ５－１．女性研究者研究活動支援事業合同シンポジウムへの参画 

 基本計画においては、「他大学等との合同シンポジウムへの参画などを通じて、女性研究

者支援事業を実施している全国の大学・研究機関との情報交換と連携を進める」と記載さ

れている。 

毎年度「女性研究者研究活動支援事業」（その前身である「女性研究者モデル育成事業」

を含む。）を対象に「女性研究者研究活動支援事業合同シンポジウム」が開催されており、

大阪大学は本シンポジウムに毎回参加してきている。 

平成 24 年度は、11 月 20 日（火）に独立行政法人 科学技術振興機構（ＪＳＴ）東京本

部にて開催された。参加大学等 67 機関は６つのグループに分かれ（大阪大学はＡグループ

（大規模機関）[16 大学]）、午前はポスター発表とグループごとの分科会での議論が行われ

た。午後のプログラムは、文部科学省からの事業説明や、各グループからの分科会発表、

パネルディスカッションが行われた。同シンポジウムに参加し、議論に参画することで、

大学間の横の連携構築や情報収集を行うことができた。 

 

「大阪大学男女共同参画推進基本計画」の策定

基本計画（平成24年度～27年度）の目的

本学における男女共同参画のための施策を、体系的・総合的・計画的に推進すること

実施施策の柱

①男女共同参画に関わる意識啓発の推進 ④男女共同参画に関わる就業・修学環境の整備
②女性教職員、女子学生の参画促進 ⑤外部機関・セクターとの連携・交流
③仕事・学業と育児・介護等との両立の推進 ⑥推進体制の充実
～ワーク・ライフ・バランスの実現のために～

（平成24年4月18日大阪大学男女共同参画推進委員会了承）

研究支援員制度

出産・育児・介護で、研究時間が十分に確保できな
い本学研究者への支援を行うため、大学院修了者や
学生などを「研究支援員」として雇用し、配置する制度

☆教員・職員・大学院生が利用
☆入園定員を増大：44名→99名（H20.4）→125名（H23.4）
☆豊中キャンパス「まちかね保育園」開園（H24.10 ）[定員60名]
☆保育年齢を5歳まで引き上げ
☆延長保育・土曜保育・体調不調児保育など
☆学生の育児力を育む授業として保育実習を実施
（学部保健学科、全学共通教育基礎セミナー）

H19.11～H24.9まで、延べ214名が研究支援員として従事

たけのこ保育園 まきば保育園 まちかね保育園

意識啓発等に関する取り組み

女性教職員・女子学生の参画促進への取り組み

学部・大学院生
の新入生全員に
配付

啓発パンフレット

開講科目数
４０科目

受講者概数
６９０人

男女共同参画関連授業

男女共同参画シンポジウム
（年１回）・セミナー（年２回）
を開催

シンポジウム・セミナー

ワーク・ライフ・バランス実現への取り組み

☆女性教員の採用比率についての数値目標
☆女性教授・准教授の採用・昇任について
大学留保人件費を活用して、ポスト等を配分する仕組み

☆ロールモデルに関する情報の発信

学内保育園

•次世代育成支援対策推進法にもとづく
「基準適合一般事業主」 （くるみん）とし
て認定（平成22年6月）

くるみん

•本学の女性教職員を対象に、医学部附
属病院の産科婦人科において、妊婦健
診や外来診療の予約支援を実施

妊婦健診・サポート
外来の予約支援

•搾乳スペースのある女子休憩室の設置

•13部局＋本部事務棟
休憩室の設置

•職業を有している等※の事情により、大
学院入学予定者ないし在学生が、標準
より長い期間をかけて履修することがで
きる制度 （※出産・育児・介護も含む）

長期履修制度

•男女共同参画推進オフィスから貸出
（平成22年5月から）

•大学では、初めての取り組み

電動さく乳器の
レンタル
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５－２．女子中高生のための関西科学塾への参画 

「女子中高生のための関西科学塾」は、理科や実験など、理系に興味関心のある女子中

高生を対象に、関西の 5 大学（大阪大学、京都大学、神戸大学、奈良女子大学、大阪府立

大学）が連携して実施しているもので、各大学における実験や、女性研究者・先輩女子学

生との交流などを通じて、女子中高生の理系への進路選択を支援してきている。 

本事業は当番校制で実施しており、平成 24 年度で７年目となる。平成 24 年度の当番校

は奈良女子大学で、他の連携４大学等の共催と、男女共同参画学協会連絡会、大阪 21 世紀

懐徳堂などの協力、文部科学省、奈良県教育委員会、大阪府教育委員会などの後援を得て

行った。 

また、この事業は、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）の「女子中高生の理系進

路選択支援事業」に採択され、その支援を得て実施した。 

 

 当初参加募集チラシ 
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プログラムは、全 5 回のイベントから構成され、大阪大学では、第 2 回イベント（平成

24 年 10 月 21 日（日））の中学生向け実験講座を担当した。 

 

 

 



93 
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５－３．おおさか男女共同参画促進プラットフォームへの参加 

 

 「おおさか男女共同参画促進プラットフォーム」は、大阪全体で男女共同参画を推進す

る機運を醸成し、男女共同参画の輪を広げるため、企業・行政・大学等における個別の取

組を有機的に連携・融合し、相乗効果を発揮する方策を検討する場として、平静 18 年に設

置されたものである。大阪大学は平成 23 年度から参加している。 

 平成 24 年度の同プラットフォーム構成団体は、一般財団法人大阪府男女共同参画推進財

団、大阪商工会議所、大阪樟蔭女子大学、大阪大学、大阪府中小企業家同友会、大阪府立

大学、大阪労働局、株式会社プロアシスト、財団法人大阪市女性協会、財団法人関西生産

性本部、日本労働組合総連合会大阪府連合会、大阪市、堺市、大阪府の計 15 団体となって

いる。 

 同プラットフォームにおいては、これまで、各構成団体の男女共同参画の取組状況につ

いて情報交換を行っているほか、大阪府や一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団が実

施する事業（平成 23 年度には企業向け啓発講座や女子大学生向け啓発講座、平成 24 年度

には経営者対象セミナーや大学生対象セミナーをそれぞれ実施）について、企画段階にお

ける意見交換などを実施してきている。  
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 ５－４．学外ウェブページ 

（１）内閣府男女共同参画局のウェブページにメッセージ掲載 

 内閣府男女共同参画局のウェブページ「チャレンジキャンペーン～女子高校生・女子学

生の理工系分野への選択」へ、共催団体として次ページのようなメッセージを掲載し、平

成 24 年度に更新した。 

http://www.gender.go.jp/c-challenge/kyousai/kokuritsu/010.html 
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（２）財団法人 21 世紀職業財団ポジテイブ・アクション応援サイトへの協力 

財団法人 21 世紀職業財団のウェブページ「ポジテイブ・アクション応援サイト」に大阪

大学の男女共同参画推進の取組状況が紹介された。 

http://www.positiveaction.jp/pa/search/detail.php?company_id=576 
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６．推進体制の充実 

 ６－１．男女共同参画推進オフィスにおけるワーキング・グループ体制 

  

基本計画においては、男女共同参画の推進体制の充実として、男女共同参画推進オフィ

スの活動を一層充実することが挙げられている。 

 オフィスの活動を充実し、関連施策の企画立案、検討を進めるための仕組みとして、平

成 24 年度に本格的にワーキング・グループ体制を敷くこととした。オフィス内には、それ

までも研究支援員制度に関する事実上のワーキング・グループがあったが、基本計画策定

後、基本計画の施策体系を踏まえて、意識啓発検討ＷＧとワーク・ライフ・バランスＷＧ

の２つを新たに設け、３つのワーキング・グループ体制とした。 

 各ワーキング・グループにおける検討事項については、基本計画の実施施策の 6 つの柱

に基づき、以下のとおりの分担とした。 

１．意識啓発検討ＷＧ（座長：藤原副室長） 

基本計画実施施策１「男女共同参画に関わる意識啓発の推進」 

○女子中高生、女子大生・大学院生や若手女性研究者など、次世代女 

性研究者に対する啓発を進める。 

○男女共同参画に関するシンポジウムやセミナーを開催する。 

○男女共同参画に関する広報を積極的に行う。 

    基本計画実施施策２「女性教職員、女子学生の参画促進」 

       ○女性教員の採用比率について、基本計画期間中に採用比率 20％を達 

成するよう努める。 

         ○意思決定に関わる女性教職員の参画を促進する。 

         ○ロールモデルに関する情報発信を行う。 

    基本計画実施施策６「推進体制の充実」 

         ○男女共同参画に関するワーキング・グループの設置を検討する等、   

各部局における取組を充実する。 

２．ワーク・ライフ・バランス検討ＷＧ（座長：安蘇室員） 

基本計画実施施策３「仕事・学業と出産・育児・介護等との両立の推進 

              ～ワーク・ライフ・バランスの実現のために」 

       ○学内保育園の運営の充実に向けて、男女共同参画の観点からの提言 

を行う。 

         ○仕事・学業と生活を両立するリーダー的人材のモデルを提示するな 

ど、両立支援の推進に向けた雰囲気を醸成する。 

         ○男性を含めた育児・介護休暇の取得のための取組を促進する。 

         ○業務の見直し・改善等による仕事の効率化への取組を促進する。 

    基本計画実施施策４「男女共同参画に関わる就業・修学環境の整備」 
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       ○キャリアプランや育児・介護との両立に関する相談機能を充実する。 

       ○妊婦健診予約支援や電動さく乳器の貸出し及び女子休憩室の整備な 

ど、女性教職員に対する支援を継続充実する。 

３．研究支援員制度ＷＧ（座長：頼本室長） 

基本計画実施施策３「仕事・学業と出産・育児・介護等との両立の推進 

          ～ワーク・ライフ・バランスの実現のために」 

○研究支援員制度の運用の充実改善 

  

ＷＧにおける議論の進め方としては、上記検討事項の中から、個別検討課題についてオ

フィス室長からＷＧに対して検討依頼を行い、各ＷＧでの検討状況を男女共同参画推進オ

フィス会議において、座長から報告し、オフィス会議全員で審議することとした。この審

議の結果承認・決定した事項については、順次実施していくこととした。 

 意識啓発検討ＷＧにおける個別検討課題として、ロールモデル集の作成についての企画

立案で、作成の目的や構成、想定する読者の対象設定などについての検討を行った。 

 ワーク・ライフ・バランス検討ＷＧにおける個別検討課題として、相談機能の充実施策

に関し、メンター制度及び相談体制整備、構築に向けての施策検討を行った。 

 研究支援員制度ＷＧにおいては、研究支援員制度について、運用改善案の検討や、利用

者及び研究支援員の選考などを行った。 

 

 （男女共同参画推進オフィス室員名簿 平成 24 年 9 月 27 日現在） 

役職 氏名 所属・職名 備考 

室長 頼本 維樹 男女共同参画推進オフィス 

教授 

研究支援員制度ＷＧ座長 

副室長 藤原 康文 工学研究科 教授 意識啓発ＷＧ座長 

副室長 大野 ゆう子 医学系研究科（保健学専攻） 

教授 

研究支援員制度ＷＧ 

室員 安蘇 芳雄 産業科学研究所 教授 ＷＬＢ検討ＷＧ座長 

室員 石井 正子 人間科学研究科 准教授 意識啓発ＷＧ 

室員 上島 悦子 薬学研究科 教授 意識啓発ＷＧ 

室員 加賀 有津子 工学研究科 教授 意識啓発ＷＧ 

室員 久保田 弓子 理学研究科 准教授 意識啓発ＷＧ 

室員 小林 秀敏 基礎工学研究科 教授 ＷＬＢ検討ＷＧ 

室員 篠原 美紀 蛋白質研究所 准教授 研究支援員制度ＷＧ 

室員 高橋 美惠子 言語文化研究科 教授 ＷＬＢ検討ＷＧ 

室員 水島 郁子 高等司法研究科 教授 ＷＬＢ検討ＷＧ 
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６－２．部局における体制整備 

 

 基本計画においては、「男女共同参画に関するワーキング・グループの設定を検討する等、

各部局における取組を充実する」とされている。 

 平成 24 年 10 月から 11 月に実施した、「平成 24 年度大阪大学男女共同参画推進基本計画

の推進に関する部局アンケート」の中において、各部局における男女共同参画に関する体

制の整備が行われているかを質問した。この問いに対し、実施していると回答したのは工

学研究科のみであり、工学研究科においては「男女共同参画ワーキング・グループ」を設

置し、その活動費を運営交付金で措置していると回答している。その他の部局では、体制

整備が行われていないことが分かった。 

 これを受けて、平成 25 年 2 月から 3 月にかけて実施した 5 部局ヒアリングにおいては、 

各研究科長に対して、工学研究科の取組を紹介した上で、体制整備について検討を依頼し

た。また、平成 25 年 3 月に、各部局等の長に対し、多様な人材活用担当理事名で、基本計

画に基づく施策の推進について依頼通知を発出し、その中で各部局における男女共同参画

推進のための組織設置の検討に関し、ワーキング・グループなどの組織設置の検討を行う

ことについて依頼した。 

 



 

 

執筆者（５０音順） 

 

則末尚志  藤原千惠子  藤原康文  頼本維樹 
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